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下記項目の記述及び関連図面等を次のとおり変更，追加又は削除する。 

 

〔その 2－新型８×８燃料が装荷され，新型８×８ジルコニウムライナ燃料が

装荷されるまでのサイクル〕 

4． 重大事故及び仮想事故（削除） 

 

〔その 3－新型８×８ジルコニウムライナ燃料が装荷され，高燃焼度８×８燃

料が装荷されるまでのサイクル〕 

4． 重大事故及び仮想事故（削除） 

 

〔その 4－高燃焼度８×８燃料が装荷されたサイクル以降９×９燃料が装荷さ

れるまでのサイクル〕 

4． 重大事故及び仮想事故（削除） 

 

〔その 5－９×９燃料が装荷されたサイクル以降〕 

  「第 3.4.2－2 表 主蒸気管破断時の核分裂生成物放出量（事故）」を

「第 3.4.2－2 表 主蒸気管破断時の核分裂生成物放出量」に，「第 3.4.2

－4 表 主蒸気管破断時の実効線量（事故）」を「第 3.4.2－4 表 主蒸気

管破断時の実効線量」に，「第 3.4.4－1 表 原子炉冷却材喪失時の核分裂

生成物放出量（事故）」を「第 3.4.4－1 表 原子炉冷却材喪失時の核分裂

生成物放出量」に，「第 3.4.4－2 表 原子炉冷却材喪失時のエネルギ群別

γ線積算線源強度（事故）」を「第 3.4.4－2 表 原子炉冷却材喪失時のエ

ネルギ群別γ線積算線源強度」に，「第 3.4.4－3 表 原子炉冷却材喪失時

の実効線量（事故）」を「第 3.4.4－3 表 原子炉冷却材喪失時の実効線

量」に，「第 3.4.2－4 図 主蒸気管破断（事故）時の希ガスの大気放出過
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程（γ線 0.5MeV 換算値）」を「第 3.4.2－4 図 主蒸気管破断時の希ガスの

大気放出過程（γ線 0.5MeV 換算値）」に，「第 3.4.2－5 図 主蒸気管破断

（事故）時のハロゲン等の大気放出過程」を「第 3.4.2－5 図 主蒸気管破

断時のハロゲン等の大気放出過程」に，「第 3.4.4－1 図 原子炉冷却材喪

失（事故）時の希ガスの大気放出過程（γ線 0.5MeV 換算値）」を「第

3.4.4－1 図 原子炉冷却材喪失時の希ガスの大気放出過程（γ線 0.5MeV 換

算値）」に，「第 3.4.4－2 図 原子炉冷却材喪失（事故）時のよう素の大

気放出過程」を「第 3.4.4－2 図 原子炉冷却材喪失時のよう素の大気放出

過程」に変更する。 

 

3． 事故解析 

 3.4 環境への放射性物質の異常な放出 

  3.4.1 放射性気体廃棄物処理施設の破損 

   3.4.1.3 核分裂生成物の放出量及び線量の評価 

    3.4.1.3.2 線量の評価 

     (1) 評価前提 

  3.4.2 主蒸気管破断 

   3.4.2.4 核分裂生成物の放出量及び線量の評価 

    3.4.2.4.2 線量の評価 

     (1) 評価前提 

  3.4.3 燃料集合体の落下 

   3.4.3.3 核分裂生成物の放出量及び線量の評価 

    3.4.3.3.2 線量の評価 

     (1) 評価前提 

     (3) 評価結果 



10－目－3 

  3.4.4 原子炉冷却材喪失 

   3.4.4.3 核分裂生成物の放出量及び線量の評価 

    3.4.4.3.2 線量の評価 

     (1) 評価前提 

  3.4.5 制御棒落下 

   3.4.5.3 核分裂生成物の放出量及び線量の評価 

    3.4.5.3.2 線量の評価 

     (1) 評価前提 

     (3) 評価結果 

  第 3.4.1－2 表 放射性気体廃棄物処理施設の破損時の実効線量 

  第 3.4.3－2 表 燃料集合体の落下時の実効線量 

  第 3.4.5－2 表 制御棒落下時の実効線量 

 

4. 重大事故及び仮想事故 
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〔その 5－９×９燃料が装荷されたサイクル以降〕 

 

3. 事故解析 

3.4 環境への放射性物質の異常な放出 

3.4.1 放射性気体廃棄物処理施設の破損 

3.4.1.3 核分裂生成物の放出量及び線量の評価（１７）（１８）（３３） 

3.4.1.3.2 線量の評価 

 (1) 評価前提 

   大気中に放出される希ガスは換気空調系の作動を考慮するので排気筒か

ら放出されるものとする。放出された希ガスによるγ線空気カーマは，添

付書類六の「5.5.3 大気拡散の計算に使用する気象条件」に記述する相

対線量に希ガスの全放出量を乗じて求める。 

 

3.4.2 主蒸気管破断 

3.4.2.4 核分裂生成物の放出量及び線量の評価（１７）（１８）（３３） 

3.4.2.4.2 線量の評価 

 (1) 評価前提 

   大気中へ放出される核分裂生成物は，タービン建屋から地上放散するも

のとし，これによる実効線量の計算は，次の仮定に基づいて行う。 

  ａ．主蒸気隔離弁閉止前に放出された核分裂生成物を含む冷却材は，高温

低湿状態の外気中で完全蒸発し，半球状の蒸気雲を形成するものとする。

この場合，蒸気雲が小さいほど実効線量が高くなり，外気条件として温

度が高く，相対湿度が低いほど蒸気雲は小さくなる。本評価では，蒸気

雲の大きさを求めるに当たり，温度として 33℃，相対湿度として 40％

を用いる。 
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  ｂ．この半球状の蒸気雲は，短時間放出を考慮して風下方向に 1m／s の速

度で移動するものとする。 

  ｃ．主蒸気隔離弁閉止後，主蒸気隔離弁を通して大気中へ放出される核分

裂生成物による非居住区域境界外での地表空気中濃度は，添付書類六の

「5.5.3 大気拡散の計算に使用する気象条件」に記述する相対濃度に

核分裂生成物の全放出量を乗じて求める。 

    また，非居住区域境界外での希ガス，ハロゲン等によるγ線空気カー

マは，添付書類六の「5.5.3 大気拡散の計算に使用する気象条件」に

記述する相対線量に希ガス及びハロゲン等の全放出量を乗じて求める。 

 

3.4.3 燃料集合体の落下 

3.4.3.3 核分裂生成物の放出量及び線量の評価（１７）（１８）（３３） 

3.4.3.3.2 線量の評価 

 (1) 評価前提 

   大気中へ放出される核分裂生成物は，排気筒から放出されるものとし，

これによる実効線量の計算は，次の仮定に基づいて行う。 

  ａ．非居住区域境界外での地表空気中濃度は，添付書類六の「5.5.3 大

気拡散の計算に使用する気象条件」に記述する相対濃度に核分裂生成物

の全放出量を乗じて求める。 

  ｂ．非居住区域境界外での希ガスによるγ線空気カーマは，添付書類六の

「5.5.3 大気拡散の計算に使用する気象条件」に記述する相対線量に

希ガスの全放出量を乗じて求める。 

 (3) 評価結果 

   上記の評価方法に基づき非居住区域境界外での実効線量を評価した結果

は，第 3.4.3－2 表のとおり約 1.8×10－２mSv である。 
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   上記の値から判断して，本事故による周辺の公衆に与える放射線被ばく

のリスクは十分に小さいものと考えられる。 

 

3.4.4 原子炉冷却材喪失 

3.4.4.3 核分裂生成物の放出量及び線量の評価（１７）（１８）（３３） 

3.4.4.3.2 線量の評価 

 (1) 評価前提 

   大気中へ放出される核分裂生成物は，排気筒から放出されるものとし，

これによる実効線量並びに原子炉建屋内の核分裂生成物からの直接線及び

スカイシャイン線による実効線量の計算は，次の仮定に基づいて行う。 

  ａ．非居住区域境界外での地表空気中濃度は，添付書類六の「5.5.3 大

気拡散の計算に使用する気象条件」に記述する相対濃度に核分裂生成物

の全放出量を乗じて求める。 

  ｂ．非居住区域境界外での希ガスによるγ線空気カーマは，添付書類六の

「5.5.3 大気拡散の計算に使用する気象条件」に記述する相対線量に

希ガスの全放出量を乗じて求める。 

  ｃ．直接線及びスカイシャイン線による実効線量は，原子炉建屋内の核分

裂生成物によるγ線積算線源強度を用い，原子炉建屋の遮蔽効果を考慮

して求める。 

 

3.4.5 制御棒落下 

3.4.5.3 核分裂生成物の放出量及び線量の評価（１７）（１８）（３３） 

3.4.5.3.2 線量の評価 

 (1) 評価前提 

   大気中へ放出される核分裂生成物は，排気筒から放出されるものとし，
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これによる実効線量の計算は，次の仮定に基づいて行う。 

  ａ．非居住区域境界外での地表空気中濃度は，添付書類六の「5.5.3 大

気拡散の計算に使用する気象条件」に記述する相対濃度に核分裂生成物

の全放出量を乗じて求める。 

  ｂ．非居住区域境界外での希ガスによるγ線空気カーマは，添付書類六の

「5.5.3 大気拡散の計算に使用する気象条件」に記述する相対線量に

希ガスの全放出量を乗じて求める。 

 (3) 評価結果 

   上記の評価方法に基づき非居住区域境界外での実効線量を評価した結果

は，第 3.4.5－2 表のとおり約 3.2×10－３mSv である。 

   上記の値から判断して，本事故による周辺の公衆に与える放射線被ばく

のリスクは十分に小さいものと考えられる。 
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第3.4.1－2表 放射性気体廃棄物処理施設の破損時の実効線量 

 

実 効 線 量 

（mSv） 

約5.3×10－２ 
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第3.4.3－2表 燃料集合体の落下時の実効線量 

 

実 効 線 量 

（mSv） 

約1.8×10－２ 
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第3.4.5－2表 制御棒落下時の実効線量 

 

実 効 線 量 

（mSv） 

約3.2×10－３ 
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〔その 2－新型８×８燃料が装荷され，新型８×８ジルコニウムライナ燃料が

装荷されるまでのサイクル〕 

 「4. 重大事故及び仮想事故」の記述及び関連図面等を削除する。 
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〔その 3－新型８×８ジルコニウムライナ燃料が装荷され，高燃焼度８×８燃

料が装荷されるまでのサイクル〕 

 「4. 重大事故及び仮想事故」の記述及び関連図面等を削除する。 
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〔その 4－高燃焼度８×８燃料が装荷されたサイクル以降９×９燃料が装荷さ

れるまでのサイクル〕 

 「4. 重大事故及び仮想事故」の記述及び関連図面等を削除する。 
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〔その 5－９×９燃料が装荷されたサイクル以降〕 

  「4. 重大事故及び仮想事故」の記述及び関連図面等を削除し，以下のと

おり，「4. 重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故」を追加する。 

 

4. 重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故 

4.1 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技

術的能力 

  重大事故等が発生した場合又は大規模損壊が発生した場合における，当該

事故等に対処するために必要な体制を整備する。 

4.1.1 重大事故等対策 

4.1.1.1 重大事故等対処設備 

  重大事故等対処設備において，本来の用途以外の用途として重大事故等に

対処するために使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速やか

に切り替えるために必要な手順等を適切に整備する。 

  想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備の運搬，又は他の設備における被害状況の把握のため，発電所内の道路及

び通路が確保できるよう実効性のある運用管理を行う。 

 

4.1.1.2 復旧作業 

  重要安全施設の取替え可能な機器，部品等について，適切な予備品への取

替えのために必要な機材等を確保する。 

  上記予備品等を，外部事象の影響を受けにくい場所に，位置的分散などを

考慮して保管する。 

  想定される重大事故等が発生した場合において，設備の復旧作業のため，

発電所内の道路及び通路が確保できるよう実効性のある運用管理を行う。 
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4.1.1.3 支援 

  発電所内であらかじめ用意された手段（重大事故等対処設備，予備品，燃

料等）により，事故発生後 7 日間は事故収束対応を維持できるよう管理を行

う。 

  関係機関と協議・合意の上，外部からの支援計画を定める。 

  発電所外であらかじめ用意された手段により，事故発生後 6 日間までに支

援を受けられるよう管理を行う。 

 

4.1.1.4 手順書の整備，訓練の実施及び体制の整備 

  重大事故等に的確かつ柔軟に対処できるよう，あらかじめ以下の項目につ

いての手順書を適切に整備し，訓練を行うとともに，人員を確保するなどの

必要な体制を適切に整備する。 

 (1) 緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするための手順等 

 (2) 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を冷却するための手順等 

 (3) 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等 

 (4) 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却するための手順等 

 (5) 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 

 (6) 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等 

 (7) 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等 

 (8) 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等 

 (9) 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等 

(10) 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等 

(11) 使用済燃料プールの冷却等のための手順等 

(12) 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等 

(13) 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 
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(14) 電源の確保に関する手順等 

(15) 事故時の計装に関する手順等 

(16) 中央制御室の居住性等に関する手順等 

(17) 監視測定等に関する手順等 

(18) 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

(19) 通信連絡に関する手順等 

 

4.1.2 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムへの対応 

  大規模損壊が発生した場合を想定し，以下の項目についての手順書を適切

に整備する。 

  また，当該手順書に従って活動を行うための体制及び資機材を適切に整備

する。 

 (1) 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合における消火活  

動 

 (2) 大規模損壊発生時における炉心の著しい損傷を緩和するための対策 

 (3) 大規模損壊発生時における原子炉格納容器の破損を緩和するための対策 

 (4) 大規模損壊発生時における使用済燃料プールの水位を確保するための対

策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための対策 

 (5) 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減するための対策 
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4.2 重大事故等対策の有効性評価に関する基本方針 

4.2.1 基本的考え方 

  本原子炉施設の重大事故等対策の有効性評価の目的は，以下のとおりであ

る。 

 (1) 炉心損傷防止対策の有効性の確認 

   本原子炉施設が，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合にお

いて，炉心の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じたものであり，

本原子炉施設の炉心損傷防止対策の有効性があることを確認する。 

 (2) 格納容器破損防止対策の有効性の確認 

   本原子炉施設が，重大事故が発生した場合において，格納容器の破損及

び敷地外への放射性物質の異常な水準の放出を防止するために必要な措置

を講じたものであり，本原子炉施設の格納容器破損防止対策の有効性があ

ることを確認する。 

 (3) 使用済燃料プールにおける燃料損傷防止対策の有効性の確認 

   本原子炉施設が，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合にお

いて，使用済燃料プール内に貯蔵されている燃料体の著しい損傷を防止す

るために必要な措置を講じたものであり，本原子炉施設の使用済燃料プー

ルにおける燃料損傷防止対策の有効性があることを確認する。 

 (4) 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性の確認 

   本原子炉施設が，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合にお

いて，運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な措

置を講じたものであり，本原子炉施設の運転停止中原子炉における燃料損

傷防止対策の有効性があることを確認する。 
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4.2.1.1 炉心損傷防止対策の有効性評価に関する基本方針 

 (1) 評価事象 

   評価する事故シーケンスグループは，「実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈」に基づき，運転時

の異常な過渡変化及び事故に対して原子炉の安全性を損なうことがないよ

うに設計することを求められる構築物，系統及び機器がその安全機能を喪

失した場合であって，炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事

故シーケンスグループであり，以下のものとする。 

  ａ．必ず想定する事故シーケンスグループ 

   (a) 高圧・低圧注水機能喪失 

   (b) 高圧注水・減圧機能喪失 

   (c) 全交流動力電源喪失 

   (d) 崩壊熱除去機能喪失 

   (e) 原子炉停止機能喪失 

   (f) ＬＯＣＡ時注水機能喪失 

   (g) 格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ） 

  ｂ．個別プラント評価により抽出した事故シーケンスグループ 

    内部事象に関する確率論的リスク評価（以下「ＰＲＡ」という。）及

び外部事象に関するＰＲＡ（適用可能なもの）又はそれに代わる方法で

評価を実施し，その結果，ａ．の事故シーケンスグループに含まれない

有意な頻度又は影響をもたらす事故シーケンスグループが抽出された場

合には，想定する事故シーケンスグループとして追加する。なお，「有

意な頻度又は影響をもたらす事故シーケンスグループ」については，ａ．

の事故シーケンスグループと炉心損傷頻度又は影響度の観点から同程度

であるか等から総合的に判断する。 
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    上記の想定する事故シーケンスグループごとに，炉心の著しい損傷に

至る重要な事故シーケンス（以下「重要事故シーケンス」という。）を

選定し，評価対象とする。重要事故シーケンス選定の着眼点は以下とす

る。 

   (a) 共通原因故障又は系統間の機能の依存性によって複数の設備が機能

喪失し，炉心の著しい損傷に至る。 

   (b) 炉心損傷防止対策の実施に対する余裕時間が短い。 

   (c) 炉心損傷防止に必要な設備容量（流量又は逃がし弁容量等）が大き

い。 

   (d) 事故シーケンスグループ内のシーケンスの特徴を代表している。 

 (2) 評価項目 

   想定する事故シーケンスグループのうち著しい炉心損傷後の格納容器の

機能に期待できるものにあっては，炉心の著しい損傷を防止するための十

分な対策が計画されており，かつ，その対策が想定する範囲内で有効性が

あることを確認する。また，想定する事故シーケンスグループのうち炉心

の著しい損傷後の格納容器の機能に期待することが困難なもの（格納容器

先行破損シーケンス及び格納容器バイパス）にあっては，炉心の著しい損

傷を防止する対策に有効性があることを確認する。 

   「有効性があることを確認する」とは，以下の評価項目をおおむね満足

することを確認することをいう。 

  ａ．炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり，かつ，炉心を

十分に冷却できるものであること。 

   「炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり，かつ，炉心を

十分に冷却できるものであること」とは，以下に掲げる要件を満たすも

のであること。 
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   (a) 燃料被覆管の最高温度が 1,200℃以下であること。 

   (b) 燃料被覆管の酸化量は，酸化反応が著しくなる前の被覆管厚さの 

    15％以下であること。 

  ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力である

8.62MPa[gage]の 1.2 倍の圧力 10.34MPa[gage]を下回ること。 

  ｃ．原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力である

0.31MPa[gage] 又 は 限 界 圧 力 （ 最 高 使 用 圧 力 の 2 倍 ） で あ る

0.62MPa[gage]（１）を下回ること。 

  ｄ．原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が最高使用温度であるドライ

ウェル 171℃，サプレッション・チェンバ 104℃又は限界温度である

200℃（１）を下回ること（格納容器の健全性に影響を与えない短時間の

超過を除く。）。 

 

4.2.1.2 格納容器破損防止対策の有効性評価 

 (1) 評価事象 

   評価する格納容器破損モードは，「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈」に基づき，以下のもの

とする。 

  ａ．必ず想定する格納容器破損モード 

   (a) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 

   (b) 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 

   (c) 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

   (d) 水素燃焼 

   (e) 格納容器直接接触（シェルアタック） 

   (f) 溶融炉心・コンクリート相互作用 
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  ｂ．個別プラント評価により抽出した格納容器破損モード 

    内部事象に関するＰＲＡ及び外部事象に関するＰＲＡ（適用可能なも

の）又はそれに代わる方法で評価を実施し，その結果，ａ．の格納容器

破損モードに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす格納容器破損モ

ードが抽出された場合には，想定する格納容器破損モードとして追加す

る。 

    上記の想定する格納容器破損モードごとに，評価結果を厳しくするシ

ーケンスを選定し，評価対象とする。 

 (2) 評価項目 

   想定する格納容器破損モードに対して，格納容器の破損及び敷地外への

放射性物質の異常な水準の放出を防止する対策に有効性があることを確認

する。 

   「有効性があることを確認する」とは，以下の評価項目をおおむね満足

することを確認することをいう。 

  ａ．原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力である

0.31MPa[gage] 又 は 限 界 圧 力 （ 最 高 使 用 圧 力 の 2 倍 ） で あ る

0.62MPa[gage]を下回ること。 

  ｂ．原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が最高使用温度であるドライ

ウェル 171℃，サプレッション・チェンバ 104℃又は限界温度である

200℃を下回ること（格納容器の健全性に影響を与えない短時間の超過

を除く。）。 

  ｃ．放射性物質の総放出量は，放射性物質による環境への汚染の視点も含

め，環境への影響をできるだけ小さくとどめるものであること。 

  ｄ．原子炉圧力容器の破損までに原子炉冷却材圧力は 2.0MPa［gage］以

下に低減されていること。 
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  ｅ．急速な原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用による熱的・機

械的荷重によって原子炉格納容器バウンダリの機能が喪失しないこと。 

  ｆ．格納容器が破損する可能性のある水素の爆轟を防止すること。 

    「格納容器が破損する可能性のある水素の爆轟を防止すること」とは，

以下の要件を満たすこと。 

   (a) 格納容器内の水素濃度がドライ条件に換算して 13vol％以下又は酸

素濃度が 5vol％以下であること。 

  ｇ．可燃性ガスの蓄積，燃焼が生じた場合においても，ａ．の要件を満足

すること。 

  ｈ．格納容器の床上に落下した溶融炉心が床面を拡がり原子炉格納容器バ

ウンダリと直接接触しないこと及び溶融炉心が適切に冷却されること。 

  ｉ．溶融炉心による侵食によって，格納容器の構造部材の支持機能が喪失

しないこと及び溶融炉心が適切に冷却されること。 

 

4.2.1.3 使用済燃料プールにおける燃料損傷防止対策の有効性評価 

 (1) 評価事象 

   評価する事象は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及

び設備の基準に関する規則の解釈」に基づき，使用済燃料プール内に貯蔵

されている燃料体の著しい損傷に至る可能性があると想定する以下の想定

事故１及び想定事故２とする。 

  ａ．想定事故１ 

    使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失することにより，使

用済燃料プール内の水の温度が上昇し，蒸発により水位が低下する事故。 

  ｂ．想定事故２ 

    サイフォン現象等により使用済燃料プール内の水の小規模な喪失が発
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生し，使用済燃料プールの水位が低下する事故。 

 (2) 評価項目 

   想定事故１及び想定事故２に対して，使用済燃料プールに貯蔵されてい

る燃料体の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。 

   「有効性があることを確認する」とは，以下の評価項目を満足すること

を確認することをいう。 

  ａ．燃料有効長頂部が冠水していること。 

  ｂ．放射線の遮蔽が維持される水位を確保すること。 

  ｃ．未臨界が維持されていること。 

 

4.2.1.4 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価 

 (1) 評価事象 

   評価する事故シーケンスグループは，「実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈」に基づき，運転停

止中の原子炉において燃料体の著しい損傷に至る可能性があると想定する

事故シーケンスグループであり，以下のものとする。 

  ａ．必ず想定する運転停止中事故シーケンスグループ 

   (a) 崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系の故障による停止時冷却機能喪

失） 

   (b) 全交流動力電源喪失 

   (c) 原子炉冷却材の流出 

   (d) 反応度の誤投入 

  ｂ．個別プラント評価により抽出した運転停止中事故シーケンスグループ 

    停止時に関するＰＲＡ（適用可能なもの）又はそれに代わる方法で評

価を実施し，その結果，ａ．の運転停止中事故シーケンスグループに含
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まれない有意な頻度又は影響をもたらす運転停止中事故シーケンスグル

ープが抽出された場合には，想定する運転停止中事故シーケンスグルー

プとして追加する。 

    上記の想定する運転停止中事故シーケンスグループごとに，燃料損傷

に至る重要な事故シーケンスを選定し，評価対象とする。重要事故シー

ケンス選定の着眼点は以下とする。 

   (a) 燃料損傷防止対策の実施に対する余裕時間が短い。 

   (b) 燃料損傷回避に必要な設備容量（流量等）が大きい。 

   (c) 運転停止中事故シーケンスグループ内のシーケンスの特徴を代表し

ている。 

 (2) 評価項目 

   想定する運転停止中事故シーケンスグループに対して，運転停止中の原

子炉内燃料体の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。 

   「有効性があることを確認する」とは，以下の評価項目を満足すること

を確認することをいう。 

  ａ．燃料有効長頂部が冠水していること。 

  ｂ．放射線の遮蔽が維持される水位を確保すること。 

  ｃ．未臨界を確保すること（ただし，通常の運転操作における臨界，又は

燃料の健全性に影響を与えない一時的かつ僅かな出力上昇を伴う臨界は

除く。）。 
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4.2.2 個別プラント評価による事故シーケンスグループの抽出 

4.2.2.1 炉心損傷防止対策の有効性評価に係る事故シーケンスグループの抽

出 

  炉心損傷防止対策の有効性評価に係る事故シーケンスグループの抽出を目

的に，出力運転時の内部事象及び外部事象（地震及び津波）に対して，ＰＲ

Ａの知見等を活用して事故シーケンスグループの抽出を行い，「4.2.1.1(1)

ａ．必ず想定する事故シーケンスグループ」との包含関係の確認を実施する。 

  出力運転時の内部事象ＰＲＡで対象とする各起因事象から炉心損傷に至る

ことを防止するための緩和手段の組合せ等をイベントツリーで分析し，炉心

損傷に至る各事故シーケンスの抽出の上，事故シーケンスグループの分類を

実施する。評価するプラント状態は，重大事故等対策の有効性を確認する観

点から，各種重大事故等対策を考慮しないものとする。 

  評価結果は第 4.2.2－1 図～第 4.2.2－4 図のとおりであり，評価により抽

出された事故シーケンスグループは，「4.2.1.1(1)ａ．必ず想定する事故シ

ーケンスグループ」に含まれており，新たに追加すべき事故シーケンスグル

ープはない。 

  外部事象である地震及び津波については，建屋・構築物や大型機器の損傷

等の大規模又は広範囲な影響によって炉心損傷に至る事故シーケンスについ

ても取り扱っているが，これらの外部事象特有の起因事象については，地震

及び津波それぞれについて階層イベントツリーを用いて評価を行うとともに，

フロントラインイベントツリーを用いて事故シーケンスグループの分類を実

施する。評価するプラント状態は，重大事故等対策の有効性を確認する観点

から，各種重大事故等対策を考慮しないものとする。 

  評価結果を第 4.2.2－5 図～第 4.2.2－8 図に示す。原子炉建屋等が該当す

る建物・構築物の損傷や，非常用炉心冷却系の性能を上回る原子炉冷却材の
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流出を仮定した冷却材喪失（Ｅｘｃｅｓｓｉｖｅ－ＬＯＣＡ）については，

緩和設備に期待するモデル化は困難と判断し，炉心損傷に直結する起因事象

として整理する。また，計装・制御機能喪失及び直流電源機能喪失について

は，炉心損傷の起因となると同時に，緩和設備の広範な喪失につながる可能

性があるため，炉心損傷に直結する起因事象として整理する。ただし，これ

らの事故シーケンスについても，注水機能や電源機能等の安全機能の喪失，

又は複数の安全機能の喪失を経て炉心損傷に至るものであり，抽出された事

故シーケンスグループは，内部事象と同様に，「4.2.1.1(1)ａ．必ず想定す

る事故シーケンスグループ」に含まれており，新たに追加すべき事故シーケ

ンスグループはない。 

  以上より，新たに追加すべき事故シーケンスグループは抽出されないこと

が確認された。 

 

4.2.2.2 格納容器破損防止対策の有効性評価に係る格納容器破損モードの抽

出 

  格納容器破損防止対策の有効性評価に係る格納容器破損モードの抽出を目

的に，出力運転時の内部事象及び外部事象（地震及び津波）に対して，ＰＲ

Ａの知見等を活用して格納容器破損モードの抽出を行い，「4.2.1.2(1)ａ．

必ず想定する格納容器破損モード」との包含関係の確認を実施する。 

  格納容器破損に至るまでを評価するＰＲＡで使用する格納容器イベントツ

リーで分析し，格納容器破損モードを抽出の上，格納容器破損モードの分類

を実施する。評価するプラント状態は，重大事故等対策の有効性を確認する

観点から，各種重大事故等対策を考慮しないものとする。また，格納容器隔

離失敗については，炉心損傷防止対策の有効性評価において格納容器バイパ

ス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ）を想定する事故シーケンスグルー
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プに含めていることから，ここでは想定する格納容器破損モードには含めな

いものとする。 

  評価結果は第4.2.2－9図及び第4.2.2－10図のとおりであり，評価により

抽出された格納容器破損モードは，「4.2.1.2(1)ａ．必ず想定する格納容器

破損モード」に含まれており，新たに追加すべき格納容器破損モードはない。

また，「4.2.1.2(1)ａ．必ず想定する格納容器破損モード」のうち，水素燃

焼については，可燃性ガスの発生を考慮して窒素ガスで置換することで格納

容器を不活性化しているため，また，格納容器直接接触（シェルアタック）

については，本原子炉施設の格納容器では格納容器下部内から溶融炉心が拡

がらない形状となっているため，本原子炉施設の格納容器イベントツリーに

おいては考慮する必要がない格納容器破損モードとしている。 

  外部事象については，炉心損傷に至る事故シーケンスのグループ化におい

て，外部事象特有の事故シーケンスグループが抽出されていないことから，

内部事象及び外部事象のどちらを起因としても，炉心損傷後に想定される物

理現象の発生や格納容器破損に至るまでの事象進展は同様である。よって，

外部事象を考慮した場合においても，内部事象評価にて抽出された格納容器

破損モードに対して追加すべきものはない。 

  以上より，新たに追加すべき格納容器破損モードは抽出されないことが確

認された。 

 

4.2.2.3 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価に係る事

故シーケンスグループの抽出 

  運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価に係る事故シー

ケンスグループの抽出を目的に，原子炉の停止状態を評価するＰＲＡ（以下

「停止時ＰＲＡ」という。）の知見を活用して事故シーケンスグループの抽
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出を行い，「4.2.1.4(1)ａ．必ず想定する運転停止中事故シーケンスグルー

プ」との包含関係の確認を実施する。 

 停止時ＰＲＡで使用するイベントツリーで分析し，燃料損傷に至る各事故

シーケンスを抽出の上，事故シーケンスグループの分類を実施する。評価す

るプラント状態は，重大事故等対策の有効性を確認する観点から，各種重大

事故等対策を考慮しないものとする。 

  評価結果は第4.2.2－11図のとおりであり，評価により抽出された事故シ

ーケンスグループは，「4.2.1.4(1)ａ．必ず想定する運転停止中事故シーケ

ンスグループ」に含まれており，新たに追加すべき事故シーケンスグループ

はない。なお，「4.2.1.4(1)ａ．必ず想定する運転停止中事故シーケンスグ

ループ」のうち，反応度の誤投入については，複数の人的過誤や機器故障が

重畳しない限り発生せず，また，仮に発生した場合においても，その影響は

局所的であり，大規模な燃料損傷に至ることはないと考えられることから，

本原子炉施設の停止時ＰＲＡにおいては考慮する必要がない事故シーケンス

グループとしている。 

  以上より，新たに追加すべき運転停止中事故シーケンスグループは抽出さ

れないことが確認された。 
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4.2.3 解析に当たって考慮する事項 

4.2.3.1 有効性評価の範囲 

  有効性評価においては，原則として事象が収束し，安定状態に導かれる時

点までを評価することとし，「炉心損傷防止対策の有効性評価」においては，

原子炉が安定停止状態（高温停止状態又は冷温停止状態）に導かれる時点ま

で，「格納容器破損防止対策の有効性評価」においては，原子炉及び格納容

器が安定状態に導かれる時点まで，「使用済燃料プールにおける燃料損傷防

止対策の有効性評価」においては，使用済燃料プールの水位が回復し，水位

及び温度が安定した状態に導かれる時点まで，「運転停止中原子炉における

燃料損傷防止対策の有効性評価」においては，原子炉が安定状態に導かれる

時点までを評価する。また，少なくとも外部支援がないものとして 7 日間評

価し，7 日間より短い期間で安定状態に至った場合は，その状態を維持でき

ることを示す。 

  燃料の種類については，代表的に９×９燃料（Ａ型）を評価対象とする。

「3. 事故解析」においては，熱水力特性が燃料の種類によらずほぼ同じで

あり，また，炉心全体及び局所的な核的特性が混在炉心ゆえに厳しくなるこ

とはない（２）ため，代表的に９×９燃料（Ａ型）のみ及び９×９燃料（Ｂ

型）のみで構成された炉心について，解析条件を厳しく与え，評価を行って

いるが，燃料の種類の違いによって解析結果に大きな差異は確認されていな

い。これらの結果を考慮して，また，本原子炉施設の重大事故対策（設備，

手順等）の有効性を確認するという重大事故等対策の有効性評価の目的を踏

まえて，評価対象の燃料の種類は 1 つとし，代表的に９×９燃料（Ａ型）に

ついて評価を行う。 
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4.2.3.2 有効性評価の共通解析条件 

 (1) 事故対処設備の適用条件 

  ａ．設備の容量は設計値を使用する。また，作動設定点等について計装上

の誤差は考慮しない。 

  ｂ．故障又は待機除外を想定した設備を除き，設備の機能を期待すること

の妥当性が示される場合には，その機能を期待する。 

  ｃ．故障又は待機除外を想定した設備の復旧には期待しない。 

 (2) 外部電源 

   外部電源の有無の影響を考慮する。 

 (3) 重大事故等対処設備の作動条件 

  ａ．炉心損傷防止対策，格納容器破損防止対策，使用済燃料プールにおけ

る燃料損傷防止対策及び運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の

実施時間は訓練実績等に基づき設定する。 

   (a) 炉心損傷防止対策，格納容器破損防止対策，使用済燃料プールにお

ける燃料損傷防止対策及び運転停止中原子炉における燃料損傷防止対

策の実施に係る事象の診断時間は，計装の利用可否を考慮し，訓練実

績等に基づき設定する。 

   (b) 操作現場への接近時間は，接近経路の状況（経路の状態，温度，湿

度，照度及び放射線量）を踏まえ，訓練実績等に基づき設定する。 

   (c) 現場での操作時間については，操作現場の状況（現場の状態，温度，

湿度，照度及び放射線量）を踏まえ，訓練実績等に基づき設定する。 

  ｂ．重大事故等対処設備の作動条件，容量及び時間遅れを，設計仕様に基

づき設定する。 

  ｃ．炉心損傷防止対策，格納容器破損防止対策，使用済燃料プールにおけ

る燃料損傷防止対策及び運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の
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実施に必要なサポート機能（電源，補助冷却水等）の確保に必要な時間

は，現場での操作時間に含めて考慮する。 

  ｄ．重大事故等対処設備の作動条件において，作動環境等の不確かさがあ

る場合は，その影響を考慮する。 

  ｅ．重大事故等対処設備について，単一故障は仮定しない。 

  ｆ．重大事故等対策に関連する操作手順については，「4.1.1 重大事故

等対策」の体制，手順書等に基づくものとする。 

 

4.2.3.3 評価に使用するモデル及びパラメータ 

 (1) 有効性評価に当たっては最適評価手法を適用する。 

 (2) 実験等を基に検証され，適用範囲が適切なモデルを用いる。 

 (3) 不確かさが大きいモデルを使用する場合又は検証されたモデルの適用範

囲を超える場合には，感度解析結果等を基にその影響を適切に考慮する。 

 

4.2.4 有効性評価に使用する計算コード 

  有効性評価に使用する計算コードの一覧をそれぞれ第 4.2.4－1 表～第

4.2.4－3 表に示す。表中のコードの概要を以下に示す。 

 (1) ＳＡＦＥＲ（３）（４） 

   長期間熱水力過渡変化解析コードＳＡＦＥＲは，長期間の原子炉内熱水

力過渡変化を解析するコードであり，原子炉圧力容器に接続する各種一次

系配管の破断事故を取り扱うことができる。本コードは，原子炉内を 9 ノ

ードに分割し，原子炉圧力及び各ノードの水位変化を計算する。また，各

種の非常用炉心冷却系の性能特性を入力することにより，それらの性能を

評価することができる。炉内冷却材量の評価に当たっては上部タイ・プレ

ート及び炉心入口オリフィス等での気液対向流制限現象（以下｢ＣＣＦＬ｣
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という。），及び炉心上部プレナムにおけるサブクール域の局在化により

冷却材が炉心下部プレナムに落下する現象（ＣＣＦＬブレークダウン）を

考慮することができる。 

   また，本コードでは，平均出力燃料集合体及び高出力燃料集合体に対し

て燃料ペレット燃料被覆管等の温度計算を行う。燃料被覆管の温度計算に

おいては，その冷却状態に応じた熱伝達係数，燃料棒間の輻射及び燃料棒

とチャンネル・ボックスの輻射を考慮することができる。 

   また，燃料被覆管と冷却水又は水蒸気との化学反応（以下｢ジルコニウ 

ム－水反応｣という。）を Baker-Just の式によって計算し，表面の酸化量

を求める。さらに，燃料棒内の圧力を計算することによって，燃料被覆管

のふくれと破裂の有無を評価し，破裂が起きた場合には，燃料被覆管の内

面に対してもジルコニウム－水反応を考慮する。 

   本コードの入力は，原子炉出力，原子炉圧力等の初期条件，原子炉の幾

何学的形状及び水力学的諸量，燃料集合体及び炉心に関するデータ，プラ

ント過渡特性パラメータ，非常用炉心冷却系の特性，想定破断の位置及び

破断面積等であり，出力として，原子炉圧力，原子炉水位，燃料被覆管最

高温度，燃料被覆管酸化量等が求められる。 

 (2) ＭＡＡＰ（５）（６） 

   シビアアクシデント総合解析コードＭＡＡＰは，炉心損傷を伴う事故シ

ーケンスについて，炉心損傷，原子炉圧力容器破損，格納容器破損，放射

性物質の環境放出に至るまでのプラント内の熱水力及び放射性物質挙動を

解析するコードである。炉心損傷後の原子炉内及び格納容器内を一次系，

ドライウェル，ウェットウェルに分割し，重大事故等時に想定される炉心

のヒートアップ，燃料被覆管の酸化・破損，炉心損傷，溶融炉心移行挙動

と冷却性，水素と水蒸気の生成，溶融炉心・コンクリート相互作用，格納
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容器内過圧・過温，放射性物質の放出と移行／沈着挙動等の諸現象がモデ

ル化され，また，種々の注水設備や冷却設備の特性や制御系がモデル化で

きるため，自動トリップや運転員操作等によるシステム応答を含む，重大

事故等時のプラント挙動の評価が可能である。 

   本コードの入力は，原子炉出力，原子炉圧力，格納容器圧力，格納容器

温度等の初期条件，原子炉の幾何学的形状及び水力学的諸量，燃料集合体

及び炉心に関するデータ，格納容器自由空間体積，流路面積及び流路抵抗，

注水設備，減圧設備及び冷却設備の特性，想定破断の位置及び破断面積等

であり，出力として，原子炉圧力，原子炉水位，燃料温度，溶融炉心温度，

格納容器圧力，格納容器温度，コンクリート侵食量，放射性物質の格納容

器内の分布等が求められる。 

 (3) ＲＥＤＹ（７）（８）（９） 

   プラント動特性解析コードＲＥＤＹは，炉心，原子炉圧力容器，原子炉

圧力容器内部構造物，原子炉再循環系，主蒸気管，タービン系，格納容器

等のプラント全体を模擬し，6 群の遅発中性子及び反応度フィードバック

を含む一点近似動特性，燃料棒の熱的動特性及び冷却材の熱水力学的挙動

を計算する。 

   本コードの入力は，原子炉出力，炉心流量等の初期条件，原子炉，主蒸

気管，格納容器等のデータ，核データ，燃料棒データ，各種制御系データ

等であり，出力として，原子炉出力，原子炉圧力，炉心流量，原子炉水位，

格納容器圧力／サプレッション・チェンバの温度等の時間変化が求められ

る。 

 (4) ＳＣＡＴ（８）（９）（１０）（１１） 

   単チャンネル熱水力解析コードＳＣＡＴは，単一チャンネルを模擬し，

これを軸方向一次元に多ノード分割する。各ノードについて，燃料棒には
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半径方向だけの熱伝導方程式を適用して冷却材への熱伝達を計算し，チャ

ンネル内冷却材には，質量，運動量及びエネルギ保存則を適用して冷却材

の熱水力学的挙動を計算する。 

   本コードの入力は，燃料集合体の幾何学的形状，軸方向出力分布等の炉

心データ，燃料集合体出力，チャンネル入口流量等の初期条件，燃料集合

体出力，チャンネル入口流量等の過渡変化のデータ等であり，出力として，

沸騰遷移相関式に基づく限界出力比（ＣＰＲ），各ノードでの冷却材流量，

クオリティ等の時間変化が求められる。 

   また，沸騰遷移後の燃料被覆管－冷却材間の熱伝達評価式とリウェット

時刻評価を行う相関式を適用し，沸騰遷移後の燃料被覆管温度が求められ

る。 

 (5) ＡＰＥＸ（１２）（１３） 

   反応度投入事象解析コードＡＰＥＸは，熱的現象を断熱としており，炉

心平均出力の過渡変化を炉心一点近似による動特性方程式で表し，出力の

炉心空間分布を二次元（Ｒ－Ｚ）拡散方程式で表す。炉心各部分のエンタ

ルピの上昇は，出力分布に比例するものとし，炉心平均エンタルピがある

程度上昇する間（エンタルピ・ステップ）は，出力分布は一定としている。

また，投入反応度としては，制御棒価値，スクラム反応度及びドップラ反

応度を考慮するが，このドップラ反応度は，二次元拡散計算による出力分

布を考慮して求められる。 

   本コードの入力は，炉心の幾何学的形状，各種中性子断面積，拡散係数，

ドップラ係数，炉心動特性パラメータ等の核データ，制御棒反応度の時間

変化等であり，出力として，中性子束分布，エンタルピ分布及び炉心平均

出力の時間変化が求められる。 
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第 4.2.4－1 表 解析に使用する計算コード一覧表 

（炉心損傷防止対策の有効性評価） 

 

解 析 項 目 使用計算コード 

高圧・低圧注水機能喪失 
ＳＡＦＥＲ， 

ＭＡＡＰ 

高圧注水・減圧機能喪失 
ＳＡＦＥＲ， 

ＭＡＡＰ 

全交流動力電源喪失 
ＳＡＦＥＲ， 

ＭＡＡＰ 

崩壊熱除去機能喪失 
ＳＡＦＥＲ， 

ＭＡＡＰ 

原子炉停止機能喪失 
ＲＥＤＹ， 

ＳＣＡＴ 

ＬＯＣＡ時注水機能喪失 
ＳＡＦＥＲ， 

ＭＡＡＰ 

炉心損傷防止対

策の有効性評価 

格納容器バイパス（インター

フェイスシステムＬＯＣＡ） 
ＳＡＦＥＲ 
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第 4.2.4－2 表 解析に使用する計算コード一覧表 

（格納容器破損防止対策の有効性評価） 

 

解 析 項 目 使用計算コード 

雰囲気圧力・温度による静的

負荷（格納容器過圧・過温破

損） 

ＭＡＡＰ 

高圧溶融物放出／格納容器雰

囲気直接加熱 
ＭＡＡＰ 

原子炉圧力容器外の溶融燃料

－冷却材相互作用 
ＭＡＡＰ 

水素燃焼 ＭＡＡＰ 

格納容器直接接触（シェルア

タック） 
－ 

格納容器破損防

止対策の有効性

評価 

溶融炉心・コンクリート相互

作用 
ＭＡＡＰ 
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第 4.2.4－3 表 解析に使用する計算コード一覧表 

（使用済燃料プールにおける燃料損傷防止対策の有効性評価， 

運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価） 

 

解 析 項 目 使用計算コード 

想定事故１ － 使用済燃料プー

ルにおける燃料

損傷防止対策の

有効性評価 想定事故２ － 

崩壊熱除去機能喪失（残留熱

除去系の故障による停止時冷

却機能喪失） 

－ 

全交流動力電源喪失 － 
原子炉冷却材の流出 － 

運転停止中原子

炉における燃料

損傷防止対策の

有効性評価 

反応度の誤投入 
ＡＰＥＸ， 

ＳＣＡＴ 
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過渡事象 原子炉停止
圧力

バウンダリ
健全性

高圧炉心
冷却

原子炉減圧
低圧炉心

冷却
崩壊熱除去

事故シーケンス
グループ

成功
成功

失敗

成功 成功
成功

成功 失敗

失敗 失敗

成功 失敗

成功
成功

失敗
失敗

成功
成功

失敗 失敗

失敗

失敗

炉心損傷なし

（ｄ）

炉心損傷なし

（ｄ）

（ａ）

（ｂ）

炉心損傷なし

（ｄ）

（ｅ）

炉心損傷なし

（ｄ）

（ａ）

 

外部電源喪失 原子炉停止 直流電源 交流電源
圧力

バウンダリ
健全性

高圧炉心冷却
事故シーケンス

グループ

成功

成功 成功

成功

失敗

失敗

成功 成功

失敗

失敗

成功

失敗

失敗

失敗
（ｅ）

過渡事象へ

（ｃ），（ｄ）

（ｃ）

（ｄ）

（ｃ）

（ｄ）

（ｃ）

 

(a) 高圧・低圧注水機能喪失 (b) 高圧注水・減圧機能喪失 (c)全交流動力電源喪失 

(d) 崩壊熱除去機能喪失 (e) 原子炉停止機能喪失 

 

第 4.2.2－1 図 炉心損傷に至る事故シーケンスのグループ化 

（内部事象ＰＲＡイベントツリー(1)）
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手動停止
サポート系喪失
（手動停止）

圧力
バウンダリ

健全性
高圧炉心冷却 原子炉減圧 低圧炉心冷却 崩壊熱除去

事故シーケンス
グループ

成功
成功

失敗

成功 成功
成功

成功 失敗

失敗 失敗

失敗

成功
成功

失敗
失敗

成功
成功

失敗 失敗

失敗

炉心損傷なし

（ｄ）

炉心損傷なし

（ｄ）

（ａ）

（ｂ）

炉心損傷なし

（ｄ）

炉心損傷なし

（ｄ）

（ａ）

 
(a) 高圧・低圧注水機能喪失 (b) 高圧注水・減圧機能喪失  

(d) 崩壊熱除去機能喪失 

 

第 4.2.2－2 図 炉心損傷に至る事故シーケンスのグループ化 

（内部事象ＰＲＡイベントツリー(2)） 
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サポート系
喪失

（自動停止※）
原子炉停止

圧力
バウンダリ

健全性

高圧炉心
冷却

原子炉減圧
低圧炉心

冷却
崩壊熱除去

事故シーケンス
グループ

成功
成功

失敗

成功 成功
成功

成功 失敗

失敗 失敗

成功 失敗

成功
成功

失敗
失敗

成功
成功

失敗 失敗

失敗

失敗

※サポート系喪失において，原子炉自動停止に至る事象のうち，直流電源喪失については別途評価

炉心損傷なし

（ｄ）

炉心損傷なし

（ｄ）

（ａ）

（ｂ）

炉心損傷なし

（ｄ）

（ｅ）

炉心損傷なし

（ｄ）

（ａ）

 

サポート系喪失
（直流電源喪失）

原子炉停止 交流電源
圧力バウンダリ

健全性
高圧炉心冷却

事故シーケンス
グループ

成功 サポート系喪失

（自動停止）へ

成功 成功

成功

失敗

失敗

成功

失敗

失敗

失敗

（ｃ），（ｄ）

（ｄ）

（ｃ）

（ｃ）

（ｅ）

 

(a) 高圧・低圧注水機能喪失 (b) 高圧注水・減圧機能喪失 (c)全交流動力電源喪失 

(d) 崩壊熱除去機能喪失 (e) 原子炉停止機能喪失 

 

第 4.2.2－3 図 炉心損傷に至る事故シーケンスのグループ化 

（内部事象ＰＲＡイベントツリー(3)） 
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冷却材
喪失事象

原子炉停止 高圧炉心冷却 原子炉減圧 低圧炉心冷却 崩壊熱除去
事故シーケンス

グループ

成功
成功

失敗

成功 成功
成功

成功 失敗

失敗 失敗

失敗

失敗

（ｆ）

（ｆ）

炉心損傷なし

（ｄ）

炉心損傷なし

（ｄ）

（ｅ）

 

事故シーケンス
グループ

インターフェイスシステムＬＯＣＡ

（ｇ）

 

(d) 崩壊熱除去機能喪失 (e) 原子炉停止機能喪失 (f) ＬＯＣＡ時注水機能喪失 

(g) 格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ） 

 

第 4.2.2－4 図 炉心損傷に至る事故シーケンスのグループ化 

（内部事象ＰＲＡイベントツリー(4)） 
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地震
外部電源

喪失

建屋・
構築物の

損傷

格納容器
バイパス

冷却材
喪失

(E-LOCA)

計装・
制御系
喪失

直流電源
喪失

補機
冷却系
の喪失

交流電源
喪失

事故シーケンス
グループ

発生なし

発生なし
発生なし

発生
発生なし

発生
発生なし

発生
発生なし

発生 （ａ），（ｂ），
発生なし （ｃ），（ｄ）　

発生
発生なし

発生
発生

発生 （ａ），（ｂ），
（ｃ），（ｄ）　

（ｆ）

（ｇ）

（ｃ）

過渡事象へ

炉心損傷なし

（ｃ）

（ｃ）

 

(a) 高圧・低圧注水機能喪失 (b) 高圧注水・減圧機能喪失 (c) 全交流動力電源喪失 

(d) 崩壊熱除去機能喪失 (f) ＬＯＣＡ時注水機能喪失 

(g) 格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ） 

Ｅ－ＬＯＣＡ：Ｅｘｃｅｓｓｉｖｅ－ＬＯＣＡ 

 

第 4.2.2－5 図 炉心損傷に至る事故シーケンスのグループ化 

（地震ＰＲＡ階層イベントツリー） 



10－4－33 

過渡事象 原子炉停止
圧力

バウンダリ
健全性

高圧炉心
冷却

原子炉減圧
低圧炉心

冷却
崩壊熱除去

事故シーケンス
グループ

成功
成功

失敗

成功 成功
成功

成功 失敗

失敗 失敗

成功 失敗

成功
成功

失敗
失敗

成功
成功

失敗 失敗

失敗

失敗
（ｅ）

炉心損傷なし

（ｄ）

（ａ）

（ａ）

（ｂ）

炉心損傷なし

（ｄ）

炉心損傷なし

（ｄ）

炉心損傷なし

（ｄ）

 

(a) 高圧・低圧注水機能喪失 (b) 高圧注水・減圧機能喪失 (d) 崩壊熱除去機能喪失 

(e) 原子炉停止機能喪失 

 

第 4.2.2－6 図 炉心損傷に至る事故シーケンスのグループ化 

（地震ＰＲＡフロントラインイベントツリー） 
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津波 防潮堤機能喪失 補機冷却系喪失 外部電源喪失
事故シーケンス

グループ

発生なし

発生なし 発生なし
発生

発生

発生 （ａ），（ｂ），
（ｃ），（ｄ）  

（ｃ）

炉心損傷なし

補機冷却系喪失へ

 

(a) 高圧・低圧注水機能喪失 (b) 高圧注水・減圧機能喪失 (c) 全交流動力電源喪失 

(d) 崩壊熱除去機能喪失 

 

第 4.2.2－7 図 炉心損傷に至る事故シーケンスのグループ化 

（津波ＰＲＡ階層イベントツリー） 
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補機冷却系喪失 高圧炉心冷却 原子炉減圧 低圧炉心冷却 崩壊熱除去
事故シーケンス

グループ

成功

失敗 （ａ），（ｂ）

（ｄ）

 

(a) 高圧・低圧注水機能喪失 (b) 高圧注水・減圧機能喪失 (d) 崩壊熱除去機能喪失 

 

第 4.2.2－8 図 炉心損傷に至る事故シーケンスのグループ化 

（津波ＰＲＡフロントラインイベントツリー） 
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原子炉
減圧

原子炉
圧力容器

注水

原子炉
圧力容器

破損
ＦＣＩ ＤＣＨ

無

成功 無

有

成功 有

成功 無

失敗

有

無

失敗

有

失敗
格納容器隔離失敗

後続事象（原子炉圧力容器破損）へ

（ｃ）

後続事象（原子炉圧力容器破損）へ

（ｃ）

後続事象（原子炉圧力容器破損）へ

（ｂ）

プラント
損傷状態

格納容
器隔離

原子炉圧力容器
破損前

原子炉圧力容器
破損後

格納容器破損モード

後続事象（原子炉圧力容器健全）へ

 

格納容器注水

ドライウェル

成功

失敗

事故後期

格納容器破損モード後続事象

原子炉圧力
容器健全

原子炉圧力容器内で事故収束

（ａ）

 

(a) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 

(b) 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 

(c) 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

ＤＣＨ：格納容器雰囲気直接加熱  

ＦＣＩ：原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

 

第 4.2.2－9 図 格納容器破損に至る格納容器破損モードのグループ化 

（格納容器イベントツリー(1)) 
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ペデスタル ドライウェル ＦＣＩ デブリ冷却 ＦＣＩ デブリ冷却

成功

無 成功

無

成功 失敗 失敗

有

有

成功

成功

無 成功

無

失敗 失敗

失敗

有

有

成功

無

成功 失敗

失敗 有

失敗

（ｃ）

（ａ）

（ａ）

（ｆ）

事故後期

格納容器内で事故収束

格納容器注水

（ｃ）

後続事象
原子炉圧力
容器破損

格納容器内で事故収束

サプレッション・プールペデスタル

（ｆ）

（ｃ）

（ａ）

格納容器破損モード

（ｃ）

（ｃ）

格納容器内で事故収束

（ｆ）

 

(a) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 

(c) 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

(f) 溶融炉心・コンクリート相互作用 

ＦＣＩ：原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

 

第 4.2.2－10 図 格納容器破損に至る格納容器破損モードのグループ化 

（格納容器イベントツリー(2)) 
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外部電源喪失 直流電源 交流電源
崩壊熱除去・

炉心冷却
事故シーケンス

グループ

成功

成功

失敗

成功

成功

失敗

失敗

成功

失敗

失敗

事故シーケンス
グループ

成功

失敗

事故シーケンス
グループ

成功

失敗

燃料損傷なし

燃料損傷なし

（ａ）

燃料損傷なし

燃料損傷なし

（ｃ）

残留熱除去系の故障 崩壊熱除去・炉心冷却

原子炉冷却材の流出 崩壊熱除去・炉心冷却

（ｂ）

（ｂ）

（ａ）

燃料損傷なし

 

(a) 崩壊熱除去機能喪失 (b) 全交流動力電源喪失 (c) 原子炉冷却材の流出 

 

 第 4.2.2－11 図 運転停止時における燃料損傷に至る事故シーケンスの 

グループ化（停止時ＰＲＡイベントツリー） 
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4.3 炉心損傷防止対策の有効性評価 

4.3.1 序 

  本原子炉施設にて，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合にお

いて，炉心の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じたものであるこ

とを確認するため，炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故シ

ーケンスグループに対して，想定される事象及び事象収束のための対策を説

明し，事故シーケンスの経過の解析と結果の評価を行い，炉心損傷防止対策

の有効性を確認する。 

  評価に用いる初期運転条件等は，特に断らない限り以下のとおりとする。 
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項   目 数 値 等 

(1) 初期運転条件 

原子炉熱出力 

原子炉圧力（圧力容器ドーム

部） 

炉心流量 

主蒸気流量 

原子炉水位 

原子炉停止後の崩壊熱 

 

燃料棒最大線出力密度 

 

(2) 冷却系容量 

高圧炉心スプレイ系 

 

低圧炉心スプレイ系 

 

低圧注水系 

 

原子炉隔離時冷却系 

 

低圧代替注水系（常設） 

 

 

3,293MW 

6.93MPa［gage］ 

 

48.3×10３t／h 

6.42×10３t／h 

通常運転水位 

ＡＮＳＩ／ＡＮＳ－５．１－１９７

９（燃焼度 33GWd／t） 

44.0kW／m 

 

 

1,419m３／h（1.38MPa［dif］におい

て）＊ 

1,419m３／h（0.84MPa［dif］におい

て）＊ 

1,605m３／h（ポンプ 1 台当たり， 

0.14MPa［dif］において）＊ 

136m３／h（7.86～1.04MPa［gage］

において） 

378m３／h（ポンプ 2 台当たり，大気

圧において） 
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(3) その他 

原子炉水位低（原子炉スクラ

ム）設定点 

原子炉水位異常低下（レベル

２）（高圧炉心スプレイ系起

動，原子炉隔離時冷却系起

動，主蒸気隔離弁閉止，再循

環ポンプトリップ）設定点 

原子炉水位異常低下（レベル

１）（低圧炉心スプレイ系起

動，低圧注水系起動）設定点 

原子炉水位高（高圧炉心スプ

レイ系注水停止，原子炉隔離

時冷却系注水停止）設定点 

原子炉圧力高（再循環ポンプ

トリップ）設定点 

格納容器圧力高（高圧炉心ス

プレイ系起動）設定点 

逃がし安全弁設定点 

 

 

 

 

 

セパレータ・スカート下端から 

＋66cm（レベル３） 

セパレータ・スカート下端から 

－63cm（レベル２） 

 

 

 

セパレータ・スカート下端から 

－345cm（レベル１） 

 

セパレータ・スカート下端から 

＋175cm（レベル８） 

 

7.39MPa［gage］ 

 

13.7kPa［gage］ 

 

第 1 段：7.37MPa［gage］×2 個 

第 2 段：7.44MPa［gage］×4 個 

第 3 段：7.51MPa［gage］×4 個 

第 4 段：7.58MPa［gage］×4 個 

第 5 段：7.65MPa［gage］×4 個 
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格納容器圧力逃がし装置操作

点 

耐圧強化ベント系操作点 

0.31MPa［gage］ 

 

0.31MPa［gage］ 

＊MPa［dif］:原子炉圧力容器と水源との差圧
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4.3.2 高圧・低圧注水機能喪失 

 (1) 事象の想定及び収束 

   運転時の異常な過渡変化又は事故（ＬＯＣＡを除く。）の発生後，高圧

注水機能が喪失し，原子炉減圧には成功するが，低圧注水機能が喪失する

ことを想定する。 

   本想定事象に対しては，逃がし安全弁の手動操作により原子炉を減圧し，

減圧後に低圧代替注水系（常設）により炉心を冷却することによって炉心

の著しい損傷の防止を図る。 

 (2) 有効性評価の条件及び方法 

  ａ．運転時の異常な過渡変化又は事故（ＬＯＣＡを除く。）のうち，水位

の低下が厳しい事象である給水流量の全喪失の発生を想定する。 

  ｂ．高圧注水機能として原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の機

能喪失を，低圧注水機能として低圧炉心スプレイ系及び低圧注水系の機

能喪失を仮定する。 

  ｃ．原子炉の減圧は，逃がし安全弁 7 弁の手動操作により実施するものと

する。 

  ｄ．原子炉の減圧後に，常設低圧代替注水ポンプ 2 台を用いた低圧代替注

水系（常設）による原子炉注水を開始するものとする。 

  ｅ．外部電源は使用できるものと仮定して，再循環ポンプは事象発生と同

時にはトリップせず，原子炉水位異常低下（レベル２）信号でトリップ

するものとする。 

  ｆ．残留熱除去系による崩壊熱除去機能の喪失を仮定し，格納容器からの

除熱は，格納容器圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント系により行うもの

とする。 

  ｇ．格納容器雰囲気を冷却するために，常設低圧代替注水ポンプ 2 台を用
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いた代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による格納容器スプレイを実

施し，サプレッション・チェンバのベントラインが水没する前又はベン

ト実施前まで継続するものとする。 

  ｈ．解析は，「4.2.4 有効性評価に使用する計算コード」に述べた次の

解析コードを用いて行う。 

   (a) ＳＡＦＥＲ ：長期間熱水力過渡変化解析コード 

   (b) ＭＡＡＰ  ：シビアアクシデント総合解析コード 

 (3) 有効性評価の結果 

   解析結果を第 4.3.2－1 図～第 4.3.2－5 図に示す。給水流量の全喪失後，

原子炉水位は急速に低下し，原子炉水位低（レベル３）信号が発生して原

子炉はスクラムする。原子炉水位異常低下（レベル２）信号で主蒸気隔離

弁は全閉するが，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の起動に失

敗し，原子炉水位異常低下（レベル１）信号で低圧炉心スプレイ系及び低

圧注水系の起動に失敗する。 

   事象発生から約 30 分後に手動操作により逃がし安全弁 7 弁を開き原子

炉を減圧し，低圧代替注水系（常設）による原子炉注水を開始する。 

   原子炉の減圧を開始すると，冷却材の流出により原子炉水位は低下し，

炉心の一部が露出するが，低圧代替注水系（常設）による原子炉注水が開

始すると原子炉水位が回復し，炉心は再冠水する。この間，燃料被覆管の

最高温度は約 469℃であり，燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著しくなる

前の燃料被覆管厚さの 1％以下である。原子炉圧力は，逃がし安全弁の作

動により，約 7.37MPa［gage］に抑えられる。原子炉冷却材圧力バウンダ

リにかかる圧力は，原子炉圧力と原子炉圧力容器底部圧力との差（高々約

0.3MPa）を考慮しても，最高使用圧力の 1.2 倍を下回る。 

   崩壊熱除去機能を喪失しているため，原子炉内で崩壊熱により発生する
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蒸気が格納容器内に流入することによって，格納容器の圧力及び温度が

徐々に上昇するが，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による冷却及び

格納容器圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント系による除熱を行うことによ

って，原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度の最大値は，約

0.32MPa［gage］及び約 144℃に抑えられる。ベントは，事象発生から約

28 時間経過した時点で実施する。ベントによる非居住区域境界外での実

効線量の評価結果は，事象発生からベントまでの時間が本事象より短い

「4.3.4 全交流動力電源喪失」の実効線量の評価結果以下である。 

   以上のように，事象は収束し，原子炉は安定状態に導かれる。原子炉へ

の注水及び格納容器からの除熱に必要な水源，燃料等は，施設内に少なく

とも 7 日分保有していることから，7 日間外部からの支援がない場合を想

定しても，安定停止状態を維持することができる。 

 (4) 対策の有効性の確認 

   燃料被覆管の最高温度は 1,200℃以下であり，燃料被覆管の酸化量は酸

化 反 応 が 著 し く な る 前 の 被 覆 管 厚 さ の 15 ％ 以 下 で あ る た め ，

「4.2.1.1(2) 評価項目」のａ．は満足される。原子炉冷却材圧力バウン

ダリにかかる圧力は，最高使用圧力の 1.2 倍を下回るため，評価項目のｂ．

は満足される。また，原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度は，

限界圧力及び限界温度を下回るため，評価項目のｃ．及びｄ．は満足され

る。 

   以上より，本事象に対する炉心損傷防止対策の有効性は確認された。 
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4.3.3 高圧注水・減圧機能喪失 

 (1) 事象の想定及び収束 

   運転時の異常な過渡変化又は事故（ＬＯＣＡを除く。）の発生後，高圧

注水機能が喪失し，かつ，原子炉減圧機能が喪失することを想定する。 

   本想定事象に対しては，過渡時自動減圧回路により原子炉を減圧し，減

圧後に低圧炉心スプレイ系及び低圧注水系により炉心を冷却することによ

って炉心の著しい損傷の防止を図る。 

 (2) 有効性評価の条件及び方法 

  ａ．運転時の異常な過渡変化又は事故（ＬＯＣＡを除く。）のうち，水位

の低下が厳しい事象である給水流量の全喪失の発生を想定する。 

  ｂ．高圧注水機能として原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の機

能喪失を，原子炉減圧機能として原子炉の手動減圧に失敗することを仮

定する。 

  ｃ．過渡時自動減圧回路による原子炉減圧は，原子炉水位異常低下（レベ

ル１）信号から 10 分後に開始し，逃がし安全弁 2 弁により原子炉を減

圧するものとする。 

  ｄ．原子炉水位異常低下（レベル１）信号により低圧炉心スプレイ系及び

低圧注水系が自動起動し，原子炉の減圧後に，原子炉注水を開始するも

のとする。 

  ｅ．外部電源は使用できるものと仮定して，再循環ポンプは事象発生と同

時にはトリップせず，原子炉水位異常低下（レベル２）信号でトリップ

するものとする。 

  ｆ．格納容器からの除熱は，残留熱除去系によって行うものとする。 

  ｇ．解析は「4.2.4 有効性評価に使用する計算コード」に述べた次の解

析コードを用いて行う。 
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   (a) ＳＡＦＥＲ：長期間熱水力過渡変化解析コード 

   (b) ＭＡＡＰ ：シビアアクシデント総合解析コード 

 (3) 有効性評価の結果 

   解析結果を第 4.3.3－1 図～第 4.3.3－5 図に示す。給水流量の全喪失後，

原子炉水位は急速に低下し，原子炉水位低（レベル３）信号が発生して原

子炉はスクラムする。原子炉水位異常低下（レベル２）信号で主蒸気隔離

弁は全閉するが，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の起動に失

敗し，原子炉水位異常低下（レベル１）信号で低圧炉心スプレイ系及び低

圧注水系が起動する。原子炉水位異常低下（レベル１）信号の 10 分後に

過渡時自動減圧回路により，逃がし安全弁 2 弁が開き，原子炉は減圧され

る。原子炉の減圧後に，低圧炉心スプレイ系及び低圧注水系による原子炉

注水を開始する。 

   原子炉の減圧を開始すると，冷却材の流出により原子炉水位は低下し，

炉心の一部が露出するが，低圧炉心スプレイ系及び低圧注水系による注水

が開始すると原子炉水位が回復し，炉心は再冠水する。この間，燃料被覆

管の最高温度は約 684℃であり，燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著しく

なる前の燃料被覆管厚さの 1％以下である。原子炉圧力は，逃がし安全弁

の作動により，約 7.37MPa［gage］に抑えられる。原子炉冷却材圧力バウ

ンダリにかかる圧力は，原子炉圧力と原子炉圧力容器底部圧力との差

（高々約 0.3MPa）を考慮しても，最高使用圧力の 1.2 倍を下回る。 

   また，残留熱除去系により除熱を行うことにより，原子炉格納容器バウ

ンダリにかかる圧力及び温度の最大値は，約 0.04MPa［gage］及び約 86℃

に抑えられる。 

   以上のように，事象は収束し，原子炉は安定状態に導かれる。原子炉へ

の注水及び格納容器からの除熱に必要な水源，燃料等は，施設内に少なく
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とも 7 日分保有していることから，7 日間外部からの支援がない場合を想

定しても，安定停止状態を維持することができる。 

 (4) 対策の有効性の確認 

   燃料被覆管の最高温度は 1,200℃以下であり，燃料被覆管の酸化量は酸

化 反 応 が 著 し く な る 前 の 被 覆 管 厚 さ の 15 ％ 以 下 で あ る た め ，

「4.2.1.1(2) 評価項目」のａ．は満足される。原子炉冷却材圧力バウン

ダリにかかる圧力は，最高使用圧力の 1.2 倍を下回るため，評価項目のｂ．

は満足される。また，原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度は，

限界圧力及び限界温度を下回るため，評価項目のｃ．及びｄ．は満足され

る。 

   以上より，本事象に対する炉心損傷防止対策の有効性は確認された。 
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4.3.4 全交流動力電源喪失 

 (1) 事象の想定及び収束 

   全交流動力電源喪失の発生後，安全機能を有する系統及び機器が機能喪

失することを想定する。 

   本想定事象に対しては，原子炉隔離時冷却系による原子炉注水によって

原子炉水位を適切に維持しつつ，常設代替高圧電源装置及び低圧代替注水

系（常設）の準備が完了したところで，原子炉の減圧及び低圧代替注水系

（常設）による原子炉注水を開始することによって炉心の著しい損傷の防

止を図る。 

 (2) 有効性評価の条件及び方法 

  ａ．送電系統，所内主発電設備の故障等によって，外部電源が喪失すると

ともに，全ての非常用ディーゼル発電機等の機能喪失を想定する。 

  ｂ．常設直流電源は，負荷切り離しを行わずに 8 時間，その後，必要な負

荷以外を切り離して残り 16 時間の合計 24 時間にわたり，重大事故等の

対応に必要な設備に電源供給を行えるものとする。 

  ｃ．交流動力電源は 24 時間使用できないものとし，この期間は交流動力

電源の復旧及び代替交流動力電源には期待しないものとする。交流動力

電源が使用できない期間は，原子炉隔離時冷却系による原子炉注水によ

って原子炉水位を適切に維持する。 

  ｄ．事象発生から 24 時間経過した時点で，逃がし安全弁 7 弁により手動

操作にて原子炉の減圧を行い，常設代替高圧電源装置からの電源供給に

より，常設低圧代替注水ポンプ 2 台を用いた低圧代替注水系（常設）に

よる原子炉注水を開始するものとする。 

  ｅ．格納容器からの除熱については，交流動力電源が期待できない期間は，

格納容器圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント系による除熱を行い，常設
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代替高圧電源装置による電源供給を開始した後は，代替残留熱除去系海

水系を用いた残留熱除去系による除熱を行うものとする。  

  ｆ．解析は，「4.2.4 有効性評価に使用する計算コード」に述べた次の

解析コードを用いて行う。 

   (a) ＳＡＦＥＲ：長期間熱水力過渡変化解析コード 

   (b) ＭＡＡＰ ：シビアアクシデント総合解析コード 

  ｇ．ベント時の線量評価条件については，以下のとおりとする。 

   (a) 事象発生時の冷却材中の核分裂生成物の濃度は，運転上許容される

Ｉ－131 の最大濃度である 4.6×10３Bq／g に相当するものとし，その

組成を拡散組成とする。 

   (b) 事象発生後，新たに燃料棒の破損は生じないため，原子炉圧力の低

下に伴う燃料棒からの核分裂生成物の追加放出量は，Ｉ－131 につい

ては先行炉等での実測値の平均値に適切な余裕をみた値である 2.22

×10１４Bq とし，そのほかの核分裂生成物についてはその組成を平衡

組成として求め，希ガスについてはよう素の 2 倍の放出があるものと

する。 

   (c) 燃料棒から追加放出されるよう素のうち有機よう素は 4％とし，

残りの 96％は無機よう素とする。 

   (d) 燃料棒から追加放出される核分裂生成物のうち，希ガスは全て瞬時

に気相部に移行するものとする。有機よう素のうち，10％は瞬時に気

相部に移行するものとし，残りは分解するものとする。有機よう素か

ら分解したよう素及び無機よう素が気相部にキャリーオーバされる割

合は 2％とする。 

   (e) 原子炉圧力容器気相部の核分裂生成物については，逃がし安全弁等

を通して崩壊熱相当の蒸気に同伴し，サプレッション・プール水中に
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移行するものとする。この場合，希ガス及び有機よう素については，

原子炉圧力容器気相部の全量が移行するものとし，無機よう素につい

ては，ベント開始までの崩壊熱相当の蒸気の発生に伴って放出される

ものとする。サプレッション・プール水中に移行した無機よう素は，

スクラビング等により除去されなかったものが格納容器気相部へ移行

するものとする。スクラビング等による除染係数は 10 とする。希ガ

ス及び有機よう素については，この効果を考えないものとする。また，

ベント開始までの期間について，核分裂生成物の自然減衰を考慮する

ものとする。 

   (f) 格納容器圧力逃がし装置による除染係数は，無機よう素を 100，有

機よう素を 50 とする。希ガスはこの効果を考えないものとする。 

   (g) 大気拡散条件については，格納容器圧力逃がし装置を用いる場合は，

地上放出，実効放出継続時間 1 時間の値として，相対濃度（χ／Ｑ）

は 2.9×10－５s／m３，相対線量（Ｄ／Ｑ）は 4.0×10－１９Gy／Bq とし，

耐圧強化ベント系を用いる場合は，排気筒放出，実効放出継続時間 1

時間の値として，相対濃度（χ／Ｑ）は 2.0×10－６s／m３，相対線量

（Ｄ／Ｑ）は 8.1×10－２０Gy／Bq とする。被ばく対象は小児とする。 

   (h) 非居住区域境界外における実効線量は，次に述べる内部被ばくによ

る実効線量及び外部被ばくによる実効線量の和として計算する。 

    ⅰ) よう素の吸入による内部被ばく 

      よう素の内部被ばくによる実効線量ＨＩ２は，（4.3.4－1）式で

計算する。 

       ＨＩ２＝Ｒ・Ｈ∞・χ／Ｑ・ＱＩ ･････････ （4.3.4－1） 

      ここで， 

Ｒ  ：呼吸率（m３／s） 
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呼吸率Ｒは，事故期間が比較的短いことを考慮し，活動

時の呼吸率 0.31（m３／h）を秒当たりに換算して用いる。 

Ｈ∞  ：よう素（Ｉ－131）を 1Bq 吸入した場合の小児の実効線

量（1.6×10－７Sv／Bq） 

χ／Ｑ：相対濃度（s／m３） 

ＱＩ  ：事故期間中のよう素の大気放出量（Bq）（Ｉ－131 等価 

量－小児実効線量係数換算） 

    ⅱ) 希ガスのγ線による外部被ばく 

      非居住区域境界外における希ガスのγ線外部被ばくによる実効線

量Ｈγは，（4.3.4－2）式で計算する。 

       Ｈγ＝Ｋ・Ｄ／Ｑ・Ｑγ ･････････ （4.3.4－2） 

      ここで， 

Ｋ  ：空気カーマから実効線量への換算係数（1Sv／Gy） 

Ｄ／Ｑ：相対線量（Gy／Bq） 

Ｑγ  ：事故期間中の希ガスの大気放出量（Bq）（γ線実効エネ 

ルギ0.5MeV換算値） 

 (3) 有効性評価の結果   

   解析結果を第 4.3.4－1 図～第 4.3.4－5 図に示す。全交流動力電源喪失

後，給水流量の全喪失により原子炉水位は急激に低下し，原子炉水位低

（レベル３）信号が発生して原子炉はスクラムする。原子炉水位異常低下

（レベル２）信号で主蒸気隔離弁が全閉し，原子炉隔離時冷却系が自動起

動して水位は維持される。 

   事象発生から 24 時間後に手動操作により逃がし安全弁 7 弁を開き原子

炉を減圧し，常設代替高圧電源装置からの電源供給により，低圧代替注水

系（常設）による原子炉注水を開始する。 
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   減圧を開始すると，冷却材の流出により原子炉水位は低下するが，低圧

代替注水系（常設）による原子炉注水により，原子炉水位は燃料有効長頂

部を下回ることなく，炉心は冠水維持される。燃料被覆管の最高温度は初

期値を上回ることなく，また，燃料被覆管の酸化層の厚みは増加しない。

原子炉圧力は，逃がし安全弁の作動により，約 7.37MPa［gage］に抑えら

れる。原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は，原子炉圧力と原子炉

圧力容器底部圧力との差（高々約 0.3MPa）を考慮しても，最高使用圧力

の 1.2 倍を下回る。 

   常設代替高圧電源装置からの電源供給を開始するまでは残留熱除去系に

よる崩壊熱除去機能を喪失しているため，原子炉内で崩壊熱により発生す

る蒸気が格納容器内に流入することによって，格納容器の圧力及び温度は

徐々に上昇するが，事象発生から約 18 時間後に格納容器圧力逃がし装置

又は耐圧強化ベント系による除熱を行うことによって，原子炉格納容器バ

ウンダリにかかる圧力及び温度の最大値は，約 0.31MPa［gage］及び約

161℃に抑えられる。常設代替高圧電源装置による電源供給を開始した後

は，代替残留熱除去系海水系を用いた残留熱除去系による除熱を行うもの

とする。 

   サプレッション・チェンバのラインを経由した場合の格納容器圧力逃が

し装置によるベント時の非居住区域境界外での実効線量の評価結果は約

0.12mSv であり，また，サプレッション・チェンバのラインを経由した場

合の耐圧強化ベント系によるベント時の非居住区域境界外での実効線量の

評価結果は約 0.10mSv であり，いずれの場合も周辺の公衆に対して著しい

放射線被ばくのリスクを与えることはない。 

   以上のように，事象は収束し，原子炉は安定状態に導かれる。原子炉へ

の注水及び格納容器からの除熱に必要な水源，燃料等は，施設内に少なく
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とも 7 日分保有していることから，7 日間外部からの支援がない場合を想

定しても，安定停止状態を維持することができる。 

 (4) 対策の有効性の確認 

   燃料被覆管の最高温度は 1,200℃以下であり，燃料被覆管の酸化層の厚

みは増加しないため，「4.2.1.1(2) 評価項目」のａ．は満足される。原

子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は，最高使用圧力の 1.2 倍を下回

るため，評価項目のｂ．は満足される。また，原子炉格納容器バウンダリ

にかかる圧力及び温度は，限界圧力及び限界温度を下回るため，評価項目

のｃ．及びｄ．は満足される。 

   以上より，本事象に対する炉心損傷防止対策の有効性は確認された。 
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4.3.5 崩壊熱除去機能喪失 

4.3.5.1 取水機能が喪失した場合 

 (1) 事象の想定及び収束 

   運転時の異常な過渡変化又は事故の発生後，炉心冷却には成功するが，

取水機能の喪失により崩壊熱除去機能が喪失することを想定する。取水機

能喪失に伴う非常用ディーゼル発電機等の機能喪失による全交流動力電源

喪失も想定する。 

   本想定事象に対しては，原子炉隔離時冷却系により炉心を冷却すること

によって炉心の著しい損傷の防止を図り，また，常設代替高圧電源装置に

より電源供給を実施し，代替残留熱除去系海水系を用いた残留熱除去系に

よる除熱を行うことによって格納容器破損の防止を図る。 

 (2) 有効性評価の条件及び方法 

  ａ．運転時の異常な過渡変化又は事故（ＬＯＣＡを除く。）のうち，水位

の低下が厳しい事象である給水流量の全喪失の発生を想定する。ＬＯＣ

Ａについては，「4.3.7 ＬＯＣＡ時注水機能喪失」において，崩壊熱

除去機能喪失及び注水機能喪失を仮定した条件で評価しているため，こ

こでは事象選定から除外する。 

  ｂ．取水機能の喪失により崩壊熱除去機能が喪失すると仮定する。 

  ｃ．外部電源は使用できないものと仮定する。また，取水機能喪失により，

非常用ディーゼル発電機等についても機能が喪失し，全交流動力電源喪

失に至るものと仮定する。 

  ｄ．サプレッション・プール水の初期温度は 32℃とする。 

  ｅ．サプレッション・プール水温度が 65℃に到達するまでは，原子炉隔

離時冷却系により原子炉注水を行うものとする。 

  ｆ．サプレッション・プール水温度が 65℃に到達後，逃がし安全弁 7 弁
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により手動操作にて原子炉の減圧を行い，常設代替高圧電源装置からの

電源供給により，常設低圧代替注水ポンプ 2 台を用いた低圧代替注水系

（常設）による原子炉注水を開始するものとする。 

  ｇ．格納容器雰囲気を冷却するために，常設代替高圧電源装置からの電源

供給により，常設低圧代替注水ポンプ 2 台を用いた代替格納容器スプレ

イ冷却系（常設）による格納容器スプレイを実施し，サプレッション・

チェンバのベントラインが水没する前又はベント実施前まで継続するも

のとする。 

  ｈ．事象発生から 23 時間経過した時点で，代替残留熱除去系海水系を用

いた残留熱除去系による除熱を行うものとする。 

  ｉ．解析は，「4.2.4 有効性評価に使用する計算コード」に述べた次の

解析コードを用いて行う。 

   (a) ＳＡＦＥＲ：長期間熱水力過渡変化解析コード 

   (b) ＭＡＡＰ ：シビアアクシデント総合解析コード 

 (3) 有効性評価の結果 

   解析結果を第 4.3.5.1－1 図～第 4.3.5.1－5 図に示す。取水機能喪失に

伴う全交流動力電源喪失後，給水流量の全喪失により原子炉水位は急速に

低下し，原子炉水位低（レベル３）で原子炉はスクラムする。原子炉水位

異常低下（レベル２）で主蒸気隔離弁は全閉し，原子炉隔離時冷却系が自

動起動して水位は維持される。 

   事象発生後約 3 時間でサプレッション・プール水温度が 65℃に到達す

る。到達後，手動操作により逃がし安全弁 7 弁を開き原子炉を減圧し，常

設代替高圧電源装置からの電源供給により，常設低圧代替注水ポンプ 2 台

を用いた低圧代替注水系（常設）による原子炉注水を開始する。 

   減圧を開始すると，冷却材の流出により原子炉水位は低下するが，低圧
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代替注水系（常設）による原子炉注水が開始すると回復し，原子炉水位は

燃料有効長頂部を下回ることなく，炉心は冠水維持される。燃料被覆管の

最高温度は初期値を上回ることなく，また，燃料被覆管の酸化層の厚みは

増加しない。原子炉圧力は，逃がし安全弁の作動により，約 7.37MPa

［gage］に抑えられる。原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は，原

子炉圧力と原子炉圧力容器底部圧力との差（高々約 0.3MPa）を考慮して

も，最高使用圧力の 1.2 倍を下回る。 

   崩壊熱除去機能を喪失しているため，原子炉内で崩壊熱により発生する

蒸気が格納容器内に流入することによって，格納容器の圧力及び温度は

徐々に上昇するが，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による冷却及び

事象発生から約 23 時間経過した時点での代替残留熱除去系海水系を用い

た残留熱除去系による除熱を行うことによって，原子炉格納容器バウンダ

リにかかる圧力及び温度の最大値は，約 0.30MPa［gage］及び約 143℃に

抑えられる。 

   以上のように，事象は収束し，原子炉は安定状態に導かれる。原子炉へ

の注水及び格納容器からの除熱に必要な水源，燃料等は，施設内に少なく

とも 7 日分保有していることから，7 日間外部からの支援がない場合を想

定しても，安定停止状態を維持することができる。 

 (4) 対策の有効性の確認 

   燃料被覆管の最高温度は 1,200℃以下であり，燃料被覆管の酸化層の厚

みは増加しないため，「4.2.1.1(2) 評価項目」のａ．は満足される。原

子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は，最高使用圧力の 1.2 倍を下回

るため，評価項目のｂ．は満足される。また，原子炉格納容器バウンダリ

にかかる圧力及び温度は，限界圧力及び限界温度を下回るため，評価項目

のｃ．及びｄ．は満足される。 
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   以上より，本事象に対する炉心損傷防止対策の有効性は確認された。 
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4.3.5.2 残留熱除去系が故障した場合 

 (1) 事象の想定及び収束 

   運転時の異常な過渡変化又は事故の発生後，炉心冷却には成功するが，

残留熱除去系の故障により崩壊熱除去機能が喪失することを想定する。 

   本想定事象に対しては，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系に

より炉心を冷却することによって炉心の著しい損傷の防止を図り，また，

格納容器圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント系により格納容器からの除熱

を行うことによって格納容器破損の防止を図る。 

 (2) 有効性評価の条件及び方法 

  ａ．運転時の異常な過渡変化又は事故（ＬＯＣＡを除く。）のうち，水位

の低下が厳しい事象である給水流量の全喪失の発生を想定する。ＬＯＣ

Ａについては，「4.3.7 ＬＯＣＡ時注水機能喪失」において，崩壊熱

除去機能喪失及び注水機能喪失を仮定した条件で評価しているため，こ

こでは事象選定から除外する。 

  ｂ．残留熱除去系の故障により崩壊熱除去機能が喪失すると仮定する。 

  ｃ．外部電源は使用できるものと仮定して，再循環ポンプは事象発生と同

時にはトリップせず，原子炉水位異常低下（レベル２）の信号でトリッ

プするものとする。  

  ｄ．サプレッション・プール水の初期温度は 32℃とする。 

  ｅ．サプレッション・プール水温度が 65℃に到達するまでは，原子炉隔

離時冷却系により原子炉注水を行うものとする。 

  ｆ．サプレッション・プール水温度が 65℃に到達後，手動操作により逃

がし安全弁 7 弁を開き原子炉の減圧を行い，高圧炉心スプレイ系により

原子炉注水を行うものとする。 

  ｇ．格納容器雰囲気を冷却するために，常設低圧代替注水ポンプ 2 台を用
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いた代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による格納容器スプレイを実

施し，サプレッション・チェンバのベントラインが水没する前又はベン

ト実施前まで継続するものとする。 

  ｈ．格納容器からの除熱は，格納容器圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント

系によって行うものとする。 

  ｉ．解析は，「4.2.4 有効性評価に使用する計算コード」に述べた次の

解析コードを用いて行う。 

   (a) ＳＡＦＥＲ：長期間熱水力過渡変化解析コード 

   (b) ＭＡＡＰ ：シビアアクシデント総合解析コード 

 (3) 有効性評価の結果 

   解析結果を第 4.3.5.2－1 図～第 4.3.5.2－5 図に示す。給水流量の全喪

失後，原子炉水位は急速に低下し，原子炉水位低（レベル３）信号が発生

して原子炉はスクラムする。原子炉水位異常低下（レベル２）信号で主蒸

気隔離弁が全閉し，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が起動し

て，水位は適切に維持される。 

   原子炉水位は燃料有効長頂部を下回ることなく，炉心は冠水維持される。

燃料被覆管の最高温度は初期値を上回ることなく，また，燃料被覆管の酸

化層の厚みは増加しない。原子炉圧力は，逃がし安全弁の作動により，約

7.37MPa［gage］に抑えられる。原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧

力は，原子炉圧力と原子炉圧力容器底部圧力との差（高々約 0.3MPa）を

考慮しても，最高使用圧力の 1.2 倍を下回る。 

   崩壊熱除去機能を喪失しているため，原子炉内で崩壊熱により発生する

蒸気が格納容器内に流入することによって，格納容器の圧力及び温度は

徐々に上昇するが，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による冷却，及

び格納容器圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント系による除熱を行うことに



10－4－61 

よって，原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度の最大値は，約

0.31MPa［gage］及び約 144℃に抑えられる。ベントは，事象発生から約

30 時間経過した時点で実施する。ベントによる非居住区域境界外での実

効線量の評価結果は，事象発生からベントまでの時間が本事象より短い

「4.3.4 全交流動力電源喪失」の実効線量の評価結果以下である。 

   以上のように，事象は収束し，原子炉は安定状態に導かれる。原子炉へ

の注水及び格納容器からの除熱に必要な水源，燃料等は，施設内に少なく

とも 7 日分保有していることから，7 日間外部からの支援がない場合を想

定しても，安定停止状態を維持することができる。 

 (4) 対策の有効性の確認 

   燃料被覆管の最高温度は 1,200℃以下であり，燃料被覆管の酸化層の厚

みは増加しないため，「4.2.1.1(2) 評価項目」のａ．は満足される。原

子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は，最高使用圧力の 1.2 倍を下回

るため，評価項目のｂ．は満足される。また，原子炉格納容器バウンダリ

にかかる圧力及び温度は，限界圧力及び限界温度を下回るため，評価項目

のｃ．及びｄ．は満足される。 

   以上より，本事象に対する炉心損傷防止対策の有効性は確認された。 
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4.3.6 原子炉停止機能喪失 

 (1) 事象の想定及び収束 

   運転時の異常な過渡変化の発生後，原子炉停止機能が喪失することを想

定する。 

   本想定事象に対しては，代替制御棒挿入（ＡＲＩ），ほう酸水注入系に

よる炉心へのほう酸水注入及び代替原子炉再循環ポンプトリップ機能によ

って炉心の著しい損傷の防止を図り，また，残留熱除去系によるサプレッ

ション・プール水の除熱によって格納容器破損の防止を図る。 

 (2) 有効性評価の条件及び方法 

  ａ．運転時の異常な過渡変化のうち，原子炉圧力の上昇が厳しい事象であ

る主蒸気隔離弁の誤閉止の発生を想定する。 

  ｂ．原子炉停止機能としてスクラム失敗を仮定する。また，原子炉の手動

スクラムには期待しないものとする。 

  ｃ．代替制御棒挿入（ＡＲＩ）機能は不作動を仮定し，ほう酸水注入系に

よる炉心へのほう酸水注入によって未臨界を確保する。 

  ｄ．外部電源は使用できるものと仮定して，再循環ポンプは事象発生と同

時にはトリップせず，原子炉圧力高又は原子炉水位異常低下（レベル

２）の信号でトリップするものとする。  

  ｅ．主蒸気隔離弁の閉止によりタービン駆動給水ポンプの駆動蒸気が喪失

するが，電動機駆動給水ポンプが自動起動するものとする。 

  ｆ．サプレッション・プール水の初期温度は 32℃とする。 

  ｇ．格納容器からの除熱は，残留熱除去系によって行うものとする。 

  ｈ．最小限界出力比の初期値は 1.24 とする。 

  ｉ．減速材ボイド係数は第 4.3.6－1 図（減速材ボイド係数（９×９燃料

（Ａ型）平衡炉心））のサイクル末期時点の値を 1.25 倍した値を用い
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る。 

  ｊ．ドップラ係数は第 4.3.6－2 図（ドップラ係数（９×９燃料（Ａ型）

平衡炉心））のサイクル末期時点の値を 0.9 倍した値を用いる。 

  ｋ．原子炉停止後の崩壊熱は，11 群モデルで計算される値を用いる。 

  ｌ．解析は，「4.2.4 有効性評価に使用する計算コード」に述べた次の

解析コードを用いて行う。 

   (a) ＲＥＤＹ：プラント動特性解析コード 

   (b) ＳＣＡＴ：単チャンネル熱水力解析コード 

 (3) 有効性評価の結果 

   解析結果を第 4.3.6－3 図～第 4.3.6－8 図に示す。主蒸気隔離弁の誤閉

止の発生後，主蒸気隔離弁閉のスクラム信号が発生するが，この信号によ

る原子炉スクラムは失敗する。主蒸気流量が遮断されると原子炉圧力は上

昇し，ボイド減少によって正の反応度が投入され，中性子束及び表面熱流

束は上昇する。約 2.4 秒後に原子炉圧力高信号により再循環ポンプがトリ

ップする。また，主蒸気隔離弁の閉止により駆動蒸気が喪失するため，タ

ービン駆動給水ポンプはトリップするが，電動機駆動給水ポンプが自動起

動して給水は継続される。主蒸気が遮断されているため，給水温度が低下

し，給水加熱喪失の状態となり，徐々に出力は増加する傾向となる。出力

増加の過程では逃がし安全弁の開閉に伴い，中性子束は変動する。 

   逃がし安全弁の作動により主蒸気がサプレッション・チェンバへ流出す

るため，サプレッション・プール水の温度及び格納容器圧力が上昇し，事

象発生から約 62 秒後に格納容器圧力高信号で高圧炉心スプレイ系が起動

して注水を開始するが，事象発生から約 92 秒後にサプレッション・プー

ル水温度高（49℃）に達し，その後も上昇傾向が継続する。 

   事象発生から約 227 秒後に復水器水位が低下し，電動機駆動給水ポンプ
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は停止する。電動機駆動給水ポンプの停止により原子炉水位は低下し，原

子炉水位異常低下（レベル２）信号で原子炉隔離時冷却系が起動して，水

位は回復する。その後は，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の

操作により，レベル１付近で水位を維持する。 

   事象発生から約 11.5 分後に，手動操作によりほう酸水注入系による炉

心へのほう酸水注入を開始する。このとき，残留熱除去系（サプレッショ

ン・プール冷却モード）も手動起動する。ほう酸水注入を開始すると，中

性子束は徐々に低下し，未臨界に至る。ほう酸水注入系と残留熱除去系の

起動後も，サプレッション・プール水温度及び格納容器圧力は緩やかに上

昇するが，それぞれ約 106℃，約 0.16MPa［gage］に抑えられる。 

   燃料被覆管の温度は，給水加熱喪失の状態によって出力が増加し，沸騰

遷移が生じる期間が最も厳しく，事象発生から約 230 秒で燃料被覆管最高

温度は約 859℃であり，燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著しくなる前の

燃料被覆管厚さの 1％以下である。原子炉圧力は，逃がし安全弁の作動に

より，約 8.12MPa［gage］（原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は

約 8.39MPa［gage］）以下であり，最高使用圧力の 1.2 倍を下回る。 

   その後は，制御棒挿入のための復旧操作を行いつつ，残留熱除去系によ

るサプレッション・プール水の冷却を維持する。 

   以上のように，事象は収束し，原子炉は安定状態に導かれる。原子炉へ

の注水及び格納容器からの除熱に必要な水源，燃料等は，施設内に少なく

とも 7 日分保有していることから，7 日間外部からの支援がない場合を想

定しても，安定停止状態を維持することができる。 

 (4) 対策の有効性の確認 

   燃料被覆管の最高温度は 1,200℃以下であり，燃料被覆管の酸化量は酸

化 反 応 が 著 し く な る 前 の 被 覆 管 厚 さ の 15％ 以 下 で あ る た め ，
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「4.2.1.1(2) 評価項目」のａ．は満足される。原子炉冷却材圧力バウン

ダリにかかる圧力は，最高使用圧力の 1.2 倍を下回るため，評価項目のｂ．

は満足される。また，原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度は，

限界圧力及び限界温度を下回るため，評価項目のｃ．及びｄ．は満足され

る。 

   以上より，本事象に対する炉心損傷防止対策の有効性は確認された。 
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4.3.7 ＬＯＣＡ時注水機能喪失 

4.3.7.1 大破断ＬＯＣＡ 

  原子炉の出力運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管の大規

模な破断が発生し，その後，高圧注水機能及び低圧注水機能が喪失すること

を想定する。 

  本想定事象は，炉心の著しい損傷までの事象進展が早く，国内外の先進的

な対策と同等のものを考慮しても，炉心損傷防止対策を有効に実施すること

はできないため，格納容器破損防止対策を講じて，その有効性を確認する。 
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4.3.7.2 中小破断ＬＯＣＡ 

 (1) 事象の想定及び収束 

   原子炉の出力運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管の中

小規模の破断が発生し，その後，高圧注水機能及び低圧注水機能が喪失し，

かつ，自動減圧系が機能喪失することを想定する。 

   本想定事象に対しては，逃がし安全弁の手動操作により原子炉を減圧し，

減圧後に低圧代替注水系（常設）により炉心を冷却することによって炉心

の著しい損傷の防止を図る。 

 (2) 有効性評価の条件及び方法 

  ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリの配管に約 3.7cm２の破断が生じたと想

定する。 

  ｂ．高圧注水機能として原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の機

能喪失を，低圧注水機能として低圧炉心スプレイ系及び低圧注水系の機

能喪失を仮定する。また，原子炉減圧機能として自動減圧系の機能喪失

を仮定する。 

  ｃ．原子炉の減圧は，逃がし安全弁 7 弁の手動操作により実施するものと

する。 

  ｄ．原子炉の減圧後に，常設低圧代替注水ポンプ 2 台を用いた低圧代替注

水系（常設）による原子炉注水を開始するものとする。 

  ｅ．外部電源は事象発生と同時に喪失することとし，非常用ディーゼル発

電機によって電源供給を行うものとする。 

  ｆ．残留熱除去系による崩壊熱除去機能の喪失を仮定し，格納容器からの

除熱は，格納容器圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント系により行うもの

とする。 

  ｇ．格納容器雰囲気を冷却するために，常設低圧代替注水ポンプ 2 台を
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用いた代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による格納容器スプレイ

を実施し，サプレッション・チェンバのベントラインが水没する前又

はベント実施前まで継続する。 

  ｈ．解析は，「4.2.4 有効性評価に使用する計算コード」に述べた次の

解析コードを用いて行う。 

   (a) ＳＡＦＥＲ：長期間熱水力過渡変化解析コード 

   (b) ＭＡＡＰ ：シビアアクシデント総合解析コード 

 (3) 有効性評価の結果 

   解析結果を第 4.3.7.2－1 図～第 4.3.7.2－5 図に示す。事象発生後に原

子炉水位は急速に低下し，原子炉水位低（レベル３）信号が発生して原子

炉はスクラムする。原子炉水位異常低下（レベル２）信号で主蒸気隔離弁

が全閉するが，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の起動に失敗

し，原子炉水位異常低下（レベル１）信号で低圧炉心スプレイ系及び低圧

注水系の起動に失敗する。 

   事象発生から約 25 分後に手動操作により逃がし安全弁 7 弁を開き，原

子炉を減圧し，低圧代替注水系（常設）による原子炉注水を開始する。 

   原子炉の急速減圧を開始すると，冷却材の流出により原子炉水位は低下

し，炉心の一部が露出するが，低圧代替注水系（常設）による注水が開始

すると原子炉水位が回復し，炉心は再冠水する。この間，燃料被覆管の最

高温度は約 573℃であり，燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著しくなる前

の燃料被覆管厚さの 1％以下である。原子炉圧力は，逃がし安全弁の作動

により，約 7.37MPa［gage］に抑えられる。原子炉冷却材圧力バウンダリ

にかかる圧力は，原子炉圧力と原子炉圧力容器底部圧力との差（高々約

0.3MPa）を考慮しても，最高使用圧力の 1.2 倍を下回る。 

   崩壊熱除去機能を喪失しているため，原子炉内で崩壊熱により発生する
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蒸気が格納容器内に流入することによって，格納容器の圧力及び温度は

徐々に上昇するが，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による冷却，及

び格納容器圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント系による除熱を行うことに

よって，原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度の最大値は，約

0.32MPa［gage］及び約 144℃に抑えられる。ベントは，事象発生から約

28 時間経過した時点で実施する。ベントによる非居住区域境界外での実

効線量の評価結果は，事象発生からベントまでの時間が本事象より短い

「4.3.4 全交流動力電源喪失」の実効線量の評価結果以下である。 

   以上のように，事象は収束し，原子炉は安定状態に導かれる。原子炉へ

の注水及び格納容器からの除熱に必要な水源，燃料等は，施設内に少なく

とも 7 日分保有していることから，7 日間外部からの支援がない場合を想

定しても，安定停止状態を維持することができる。 

 (4) 対策の有効性の確認 

   燃料被覆管の最高温度は 1,200℃以下であり，燃料被覆管の酸化量は酸

化 反 応 が 著 し く な る 前 の 被 覆 管 厚 さ の 15 ％ 以 下 で あ る た め ，

「4.2.1.1(2) 評価項目」のａ．は満足される。原子炉冷却材圧力バウン

ダリにかかる圧力は，最高使用圧力の 1.2 倍を下回るため，評価項目のｂ．

は満足される。また，原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度は，

限界圧力及び限界温度を下回るため，評価項目のｃ．及びｄ．は満足され

る。 

   以上より，本事象に対する炉心損傷防止対策の有効性は確認された。 
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4.3.8 格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ） 

 (1) 事象の想定及び収束 

   原子炉冷却材圧力バウンダリと接続された系統の配管が，高圧設計部分

と低圧設計部分を分離するための隔離弁の誤開等により，低圧設計部分が

過圧され破断する事象を想定する。 

   本想定事象に対しては，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系に

より炉心を冷却することによって炉心の著しい損傷の防止を図り，また，

破断箇所を隔離することによって，格納容器外への原子炉冷却材の流出の

防止を図る。 

 (2) 有効性評価の条件及び方法 

  ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリと接続された系統の配管において，高圧

設計部分と低圧設計部分を分離するための隔離弁の誤開等によって，低

圧設計部分が過圧され，破断する事象を想定する。 

  ｂ．破断箇所は，運転中に弁の開閉試験を実施する系統のうち最も配管径

が大きい低圧注水系の注水配管とし，破断面積は約 463cm２とする。 

  ｃ．原子炉注水は，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系により行

うものとする。 

  ｄ．外部電源は使用できるものと仮定して，再循環ポンプは事象発生と同

時にはトリップせず，原子炉水位異常低下（レベル２）の信号でトリッ

プするものとする。 

  ｅ．解析は，「4.2.4 有効性評価に使用する計算コード」に述べた次の

解析コードを用いて行う。 

   (a) ＳＡＦＥＲ：長期間熱水力過渡変化解析コード 
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 (3) 有効性評価の結果 

   解析結果を第 4.3.8－1 図～第 4.3.8－3 図に示す。インターフェイスシ

ステムＬＯＣＡ発生後，原子炉水位は急速に低下し，原子炉水位低（レベ

ル３）信号が発生して原子炉はスクラムする。原子炉水位異常低下（レベ

ル２）信号で主蒸気隔離弁が全閉し，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心ス

プレイ系が起動する。 

   破断口から冷却材の流出により原子炉水位が低下するが，原子炉隔離時

冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原子炉注水を行うことによって，原

子炉水位は燃料有効長頂部を下回ることなく，炉心は冠水維持される。燃

料被覆管の最高温度は初期値を上回ることなく，また，燃料被覆管の酸化

層の厚みは増加しない。原子炉圧力は約 6.93MPa［gage］以下であり，原

子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は，原子炉圧力と原子炉圧力容器

底部圧力との差（高々約 0.3MPa）を考慮しても，最高使用圧力の 1.2 倍

を下回る。 

   炉心を冠水維持しつつ，破断箇所の特定及び隔離を行う。破断箇所の隔

離は，中央制御室又は現場での破断系統の原子炉冷却材圧力バウンダリ弁

等の操作により実施する。 

   その後は，残留熱除去系を用いた除熱手順に従い，冷温停止状態に移行

することができる。原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度の最

大値は，通常停止で経験する範囲と同程度であり，限界圧力及び限界温度

に対して十分低く抑えられる。 

   以上のように，事象は収束し，原子炉は安定状態に導かれる。原子炉へ

の注水及び格納容器からの除熱に必要な水源，燃料等は，施設内に少なく

とも 7 日分保有していることから，7 日間外部からの支援がない場合を想

定しても，安定停止状態を維持することができる。 
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 (4) 対策の有効性の確認 

   燃料被覆管の最高温度は 1,200℃以下であり，燃料被覆管の酸化層の厚

みは増加しないため，「4.2.1.1(2) 評価項目」のａ．は満足される。原

子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は，最高使用圧力の 1.2 倍を下回

るため，評価項目のｂ．は満足される。また，原子炉格納容器バウンダリ

にかかる圧力及び温度は，限界圧力及び限界温度を下回るため，評価項目

のｃ．及びｄ．は満足される。 

   以上より，本事象に対する炉心損傷防止対策の有効性は確認された。 
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第 4.3.2－1 図 高圧・低圧注水機能喪失における原子炉圧力の変化 

事 故 後 の 時 間（min） 
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第 4.3.2－2 図 高圧・低圧注水機能喪失における原子炉水位の変化 

事 故 後 の 時 間（min） 

 

燃料有効長頂部 

燃料有効長底部 
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第 4.3.2－3 図 高圧・低圧注水機能喪失における燃料被覆管温度の変化 

事 故 後 の 時 間（min） 
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第 4.3.2－4 図 高圧・低圧注水機能喪失における格納容器圧力の変化 

事 故 後 の 時 間（h） 
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第 4.3.2－5 図 高圧・低圧注水機能喪失における格納容器温度の変化 

事 故 後 の 時 間（h） 
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第 4.3.3－1 図 高圧注水・減圧機能喪失における原子炉圧力の変化 

事 故 後 の 時 間（min） 
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第 4.3.3－2 図 高圧注水・減圧機能喪失における原子炉水位の変化 

 

事 故 後 の 時 間（min） 

 

燃料有効長頂部 

燃料有効長底部 
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第 4.3.3－3 図 高圧注水・減圧機能喪失における燃料被覆管温度の変化 

 

事 故 後 の 時 間（min） 
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第 4.3.3－4 図 高圧注水・減圧機能喪失における格納容器圧力の変化 

 

事 故 後 の 時 間（h） 
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第 4.3.3－5 図 高圧注水・減圧機能喪失における格納容器温度の変化 

 

事 故 後 の 時 間（h） 
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第 4.3.4－1 図 全交流動力電源喪失における原子炉圧力の変化 

 

事 故 後 の 時 間（h） 
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第 4.3.4－2 図 全交流動力電源喪失における原子炉水位の変化 

事 故 後 の 時 間（h） 

 

燃料有効長頂部 

燃料有効長底部 
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第 4.3.4－3 図 全交流動力電源喪失における燃料被覆管温度の変化 

事 故 後 の 時 間（h） 
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第 4.3.4－4 図 全交流動力電源喪失における格納容器圧力の変化 

 

事 故 後 の 時 間（h） 
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第 4.3.4－5 図 全交流動力電源喪失における格納容器温度の変化 

 

事 故 後 の 時 間（h） 
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第 4.3.5.1－1 図 崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）における 

原子炉圧力の変化 

事 故 後 の 時 間（h） 
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第 4.3.5.1－2 図 崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）における 

原子炉水位の変化 

事 故 後 の 時 間（h） 

 

燃料有効長頂部 

燃料有効長底部 
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第 4.3.5.1－3 図 崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）における 

燃料被覆管温度の変化 

事 故 後 の 時 間（h） 
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第 4.3.5.1－4 図 崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）における 

格納容器圧力の変化 

事 故 後 の 時 間（h） 
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第 4.3.5.1－5 図 崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）における 

格納容器温度の変化 

事 故 後 の 時 間（h） 
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第 4.3.5.2－1 図 崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故障した場合） 

における原子炉圧力の変化 

事 故 後 の 時 間（h） 
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第 4.3.5.2－2 図 崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故障した場合） 

における原子炉水位の変化 

事 故 後 の 時 間（h） 

 

燃料有効長頂部 

燃料有効長底部 
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第 4.3.5.2－3 図 崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故障した場合） 

における燃料被覆管温度の変化 

 

事 故 後 の 時 間（h） 



10－4－96 

 

第 4.3.5.2－4 図 崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故障した場合） 

における格納容器圧力の変化 

 

事 故 後 の 時 間（h） 



10－4－97 

 

 

第 4.3.5.2－5 図 崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故障した場合） 

における格納容器温度の変化 

事 故 後 の 時 間（h） 
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第 4.3.6－1 図 減速材ボイド係数（９×９燃料（Ａ型）平衡炉心） 
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第 4.3.6－2 図 ドップラ係数（９×９燃料（Ａ型）平衡炉心） 
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第 4.3.6－3 図 原子炉停止機能喪失における事象変化（1） 

事 故 後 の 時 間（s） 

事 故 後 の 時 間（s） 
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第 4.3.6－4 図 原子炉停止機能喪失における事象変化（2） 

事 故 後 の 時 間（s） 
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第 4.3.6－5 図 原子炉停止機能喪失における事象変化（3） 

事 故 後 の 時 間（min） 

事 故 後 の 時 間（min） 
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第 4.3.6－6 図 原子炉停止機能喪失における事象変化（4） 

事 故 後 の 時 間（min） 

事 故 後 の 時 間（min） 
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第 4.3.6－7 図 原子炉停止機能喪失における事象変化（5） 

 
サプレッション・プール水温度（℃） 
格納容器圧力（×0.05MPa） 

事 故 後 の 時 間（min） 
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第 4.3.6－8 図 原子炉停止機能喪失における燃料被覆管温度の変化 

事 故 後 の 時 間（s） 
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第 4.3.7.2－1 図 ＬＯＣＡ時注水機能喪失（中小破断ＬＯＣＡ）における 

原子炉圧力の変化 

事 故 後 の 時 間（min） 
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第 4.3.7.2－2 図 ＬＯＣＡ時注水機能喪失（中小破断ＬＯＣＡ）における 

原子炉水位の変化 

事 故 後 の 時 間（min） 

 

燃料有効長頂部 

燃料有効長底部 



10－4－108 

 

第 4.3.7.2－3 図 ＬＯＣＡ時注水機能喪失（中小破断ＬＯＣＡ）における 

燃料被覆管温度の変化 

事 故 後 の 時 間（min） 
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第 4.3.7.2－4 図 ＬＯＣＡ時注水機能喪失（中小破断ＬＯＣＡ）における 

格納容器圧力の変化 

事 故 後 の 時 間（h） 
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第 4.3.7.2－5 図 ＬＯＣＡ時注水機能喪失（中小破断ＬＯＣＡ）における 

格納容器温度の変化 

事 故 後 の 時 間（h） 
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第 4.3.8－1 図 格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ） 

における原子炉圧力の変化 

事 故 後 の 時 間（min） 
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第 4.3.8－2 図 格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ） 

における原子炉水位の変化 

事 故 後 の 時 間（min） 

 

燃料有効長頂部 

燃料有効長底部 
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第 4.3.8－3 図 格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ） 

における燃料被覆管温度の変化 

 

 

事 故 後 の 時 間（min） 
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4.4 格納容器破損防止対策の有効性評価 

4.4.1 序 

  本原子炉施設にて，重大事故が発生した場合において，格納容器の破損及

び敷地外への放射性物質の異常な水準の放出を防止するために必要な措置を

講じたものであることを確認するため，想定する格納容器破損モードに対し

て，想定される事象及び事象収束のための対策を説明し，事故シーケンスの

経過の解析と結果の評価を行い，格納容器破損防止対策の有効性を確認する。 

  評価に用いる主な条件を以下に示す。 
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項   目 数 値 等 

(1) 初期運転条件 

原子炉熱出力 

原子炉圧力（圧力容器ドーム

部） 

炉心流量 

原子炉水位 

原子炉停止後の崩壊熱 

 

 

(2) 冷却系容量 

低圧代替注水系（常設） 

 

(3) その他 

逃がし安全弁設定点 

 

 

 

 

 

格納容器圧力逃がし装置操作

点 

 

3,293MW 

6.93MPa［gage］ 

 

48.3×10３t／h 

通常運転水位 

ＡＮＳＩ／ＡＮＳ－５．１－１９７

９（燃焼度 33GWd／t） 

 

 

378m３／h（ポンプ 2 台当たり，大気

圧において） 

 

第 1 段：7.37MPa［gage］×2 個 

第 2 段：7.44MPa［gage］×4 個 

第 3 段：7.51MPa［gage］×4 個 

第 4 段：7.58MPa［gage］×4 個 

第 5 段：7.65MPa［gage］×4 個 

 

0.62 MPa［gage］  
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4.4.2 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 

 (1) 事象の想定及び収束 

   格納容器内へ流出した高温の原子炉冷却材や溶融炉心の崩壊熱等の熱に

よって発生した水蒸気，金属－水反応等によって発生した非凝縮性ガス等

の蓄積によって，格納容器内の雰囲気圧力・温度が緩慢に上昇し格納容器

が破損する可能性がある。 

   本格納容器破損モードに対しては，低圧代替注水系（常設）による原子

炉注水，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による格納容器冷却及び格

納容器圧力逃がし装置による除熱によって格納容器破損及び放射性物質の

異常な水準での敷地外への放出の防止を図る。 

 (2) 有効性評価の条件及び方法 

  ａ．過圧及び過温の観点から厳しい事故シーケンスとして，事象進展が早

く，格納容器圧力及び温度が高く推移する大破断ＬＯＣＡ時に非常用炉

心冷却系の機能及び全交流動力電源が喪失するシーケンスを選定する。 

    「4.3.7.1 大破断ＬＯＣＡ」において，格納容器破損防止対策の有

効性を確認するとしている大破断ＬＯＣＡ時の注水機能喪失は，本シー

ケンスに包絡される。 

  ｂ．再循環ポンプ吸込側配管の両端破断を想定する。 

  ｃ．事象発生と同時に，原子炉はスクラムするものとする。 

  ｄ．事象発生から 25 分経過した時点で，常設代替高圧電源装置からの電

源供給により，常設低圧代替注水ポンプ 2 台を用いた低圧代替注水系

（常設）による原子炉注水を開始するものとする。原子炉への注水量は，

炉心が再冠水するまでは最大流量とし，その後は崩壊熱による蒸発量を

補う流量とする。 

  ｅ．格納容器雰囲気を冷却するために，常設低圧代替注水ポンプ 2 台を用
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いた代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による格納容器スプレイを原

子炉注水と同時に開始し，1 時間継続するものとする。その後は格納容

器圧力抑制のための格納容器スプレイを実施し，サプレッション・チェ

ンバのベントラインが水没する前又はベント実施前まで継続するものと

する。 

  ｆ．格納容器圧力が限界圧力に到達した時点で，格納容器圧力逃がし装置

によるベントを実施する。 

  ｇ．放射性物質のベント時総放出量については，炉心に内蔵されている核

分裂生成物が事象進展に応じた割合で格納容器内に放出され，サプレッ

ション・チェンバのベントラインを通じて格納容器圧力逃がし装置に至

るものとする。格納容器圧力逃がし装置に到達した核分裂生成物は，格

納容器圧力逃がし装置内のフィルタによって除去された後，格納容器圧

力逃がし装置排気管から放出される。格納容器圧力逃がし装置による粒

子状放射性物質に対する除染係数は 1,000 とする。 

  ｈ．解析は，「4.2.4 有効性評価に使用する計算コード」に述べた次の

解析コードを用いて行う。 

   （a） ＭＡＡＰ：シビアアクシデント総合解析コード 

 (3) 有効性評価の結果 

   解析結果を第 4.4.2－1 図～第 4.4.2－2 図に示す。大破断ＬＯＣＡ時に

非常用炉心冷却系の機能及び全交流動力電源が喪失するため，原子炉水位

は急速に低下する。水位低下により炉心は露出し，事象進展から約 5 分後

に炉心損傷に至るが，事象発生から 25 分経過した時点で，常設代替高圧

電源装置から電源を供給し，常設低圧代替注水ポンプを用いた低圧代替注

水系（常設）による原子炉注水を開始することによって，原子炉圧力容器

破損に至ることなく，水位は回復し，炉心は再冠水する。また，原子炉注
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水と同時に常設低圧代替注水ポンプを用いた代替格納容器スプレイ系（常

設）による格納容器スプレイを開始することで，破断口から流出する過熱

蒸気による格納容器雰囲気温度の上昇を抑制する。 

   格納容器内に放出される蒸気により格納容器の圧力及び温度は除々に上

昇する。格納容器圧力が 0.465MPa［gage］到達後，代替格納容器スプレ

イ系（常設）による格納容器スプレイを実施することによって，格納容器

の圧力及び温度の上昇を抑制することができるが，格納容器圧力は上昇を

継続し，事象発生から約 21 時間経過した時点で限界圧力に達する。限界

圧力到達時点で，格納容器圧力逃がし装置によるベントを実施し，格納容

器内雰囲気の圧力及び温度を低下させる。 

   原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力の最大値は約 0.62MPa［gage］

であり限界圧力を超えることはなく，また，原子炉格納容器バウンダリに

かかる温度の最大値は約 189℃であり，限界温度を超えることはない。 

   サプレッション・チェンバのラインを経由した場合の格納容器圧力逃が

し装置によるベント時の格納容器外へのＣｓ－137 の総放出量は約 1×10－４

TBq である。 

   以上のように，事象は収束し，原子炉及び格納容器は安定状態に導かれ

る。原子炉への注水及び格納容器からの除熱に必要な水源，燃料等は，施

設内に少なくとも 7 日分保有していることから，7 日間外部からの支援が

ない場合を想定しても，安定停止状態を維持することができる。 

 (4) 対策の有効性の確認 

   原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力は限界圧力以下であるため，

「4.2.1.2(2) 評価項目」のａ．はおおむね満足される。原子炉格納容器

バウンダリにかかる温度は，限界温度を下回るため，評価項目のｂ．は満

足される。また，Ｃｓ－137 の総放出量は 100TBq を下回っており，放射
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性物質による環境への汚染の視点も含め，環境への影響をできるだけ小さ

くとどめるものであるため，評価項目のｃ．は満足される。 

   以上より，本事象に対する格納容器破損防止対策の有効性は確認された。 
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4.4.3 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 

 (1) 事象の想定及び収束 

   原子炉圧力容器が高い圧力の状況で損傷し，溶融炉心並びに水蒸気及び

水素が急速に放出され，格納容器に熱的・機械的な負荷が発生して格納容

器が破損する可能性がある。 

   本格納容器破損モードに対しては，原子炉圧力容器破損までに手動操作

にて原子炉を減圧することによって，格納容器破損の防止を図る。 

   「4.4.2 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破

損）」において，厳しい事故シーケンスを想定した場合でも原子炉圧力容

器破損に至ることなく事象収束することを示しているが，ここでは，高圧

溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱の評価のために，原子炉注水ができ

ないことを仮定し，原子炉圧力容器破損に至る事象を想定する。 

 (2) 有効性評価の条件及び方法 

  ａ．減圧の観点から厳しい事故シーケンスとして，原子炉圧力が高く維持

される高圧注水・減圧機能喪失を選定する。 

  ｂ．過渡時自動減圧回路による原子炉減圧は機能しないと仮定し，原子炉

水位が燃料有効長底部から燃料有効長の 20％高い位置に到達した時点

で，逃がし安全弁 2 弁を手動で開放することにより原子炉の減圧を行う

ものとする。 

  ｃ．原子炉圧力容器破損に至る事象を想定するため，原子炉減圧後の原子

炉注水は実施しないものと仮定する。 

  ｄ．高温ガスによる配管等のクリープ破損や漏えい等による影響について

は，原子炉圧力を厳しく評価するため，考慮しないものとする。 

  ｅ．解析は，「4.2.4 有効性評価に使用する計算コード」に述べた次の

解析コードを用いて行う。 
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   (a) ＭＡＡＰ：シビアアクシデント総合解析コード 

 (3) 有効性評価の結果 

   解析結果を第 4.4.3－1 図に示す。高圧注水・減圧機能喪失によって，

原子炉水位は急速に低下する。水位低下により炉心は露出し，事象発生か

ら約 0.9 時間後に炉心損傷に至る。原子炉水位が燃料有効長底部から燃料

有効長の 20％高い位置に到達した時点（事象発生から約 1.0 時間後）で，

手動操作により逃がし安全弁 2 弁を開き，原子炉を減圧する。 

   原子炉減圧後の原子炉注水は実施しないものと仮定するため，事象発生

から約 5.5 時間後に原子炉圧力容器破損に至るが，このときの原子炉圧力

は約 0.16MPa［gage］であり，2.0MPa［gage］を下回っている。 

 (4) 対策の有効性の確認 

   原子炉圧力は原子炉圧力容器破損までに 2.0MPa［gage］以下に低減さ

れるため，「4.2.1.2(2) 評価項目」のｄ．は満足される。 

   以上より，本事象に対する格納容器破損防止対策の有効性は確認された。 
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4.4.4 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

 (1) 事象の想定及び収束 

   溶融炉心と原子炉圧力容器外の冷却水が接触して一時的な圧力の急上昇

が生じ，このときに発生するエネルギにより構造物が破壊され格納容器が

破損する可能性がある。 

   水蒸気爆発については，これまでに実ウランを用いて種々の実験が行わ

れているが，外部からの強制的なトリガを与えない場合には水蒸気爆発は

発生しないという結果が得られている。外部トリガを与えた場合でも水蒸

気爆発に至らなかったケースが複数確認されており，また，水蒸気爆発が

発生した場合においても機械的エネルギへの変換効率は小さく，大規模な

水蒸気爆発には至っていない。よって，実機において大規模な水蒸気爆発

に至る可能性は極めて低いと考えられる。ただし，溶融炉心から冷却材へ

の伝熱による水蒸気発生に伴う急激な圧力上昇（圧力スパイク）の可能性

があることから，その影響を評価する。 

   「4.4.2 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破

損）」において，厳しい事故シーケンスを想定した場合でも原子炉圧力容

器破損に至ることなく事象収束することを示しているが，ここでは，原子

炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用の評価のために，原子炉注水が

できないことを仮定し，原子炉圧力容器破損に至る事象を想定する。 

 (2) 有効性評価の条件及び方法 

  ａ．溶融燃料－冷却材相互作用の観点から厳しい事故シーケンスとして，

格納容器下部に落下する溶融炉心の割合が多い原子炉圧力容器の低圧破

損シーケンスである大破断ＬＯＣＡ時に非常用炉心冷却系の機能及び全

交流動力電源が喪失するシーケンスを選定する。 

  ｂ．原子炉圧力容器破損に至る事象を想定するため，原子炉圧力容器破損
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前に低圧代替注水系（常設）による原子炉注水は実施しないものと仮定

する。 

  ｃ．格納容器雰囲気を冷却するために，常設低圧代替注水ポンプ 2 台を用

いた代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による格納容器スプレイを実

施し，サプレッション・チェンバのベントラインが水没する前又はベン

ト実施前まで継続するものとする。 

  ｄ．溶融炉心・コンクリート相互作用の緩和策である原子炉圧力容器破損

前の格納容器下部注水系（常設）による格納容器下部注水によって，格

納容器下部床面には水位 6.1m の水が存在するものとする。 

  ｅ．原子炉圧力容器が破損して溶融炉心が格納容器下部に落下した後は，

常設低圧代替注水ポンプ 2 台を用いた低圧代替注水系（常設）による原

子炉への崩壊熱相当の注水を行うとともに，格納容器下部の水量及び水

位を適切に維持する。 

  ｆ．解析は，「4.2.4 有効性評価に使用する計算コード」に述べた次の

解析コードを用いて行う。 

   (a) ＭＡＡＰ：シビアアクシデント総合解析コード 

 (3) 有効性評価の結果 

   解析結果を第 4.4.4－1 図に示す。低圧代替注水系（常設）による原子

炉注水を実施しない場合，事象発生から約 3.6 時間後に原子炉圧力容器は

破損し，全炉心に相当する量の溶融炉心が格納容器下部に落下する。溶融

炉心が格納容器下部床面の水中に落下する際に，溶融炉心から冷却材への

伝熱による水蒸気発生に伴う圧力上昇がみられるものの，その最大値は約

0.43MPa［gage］であり，格納容器の限界圧力である 0.62MPa［gage］に

対しては低く，格納容器の健全性に影響を与えるものではない。 

 (4) 対策の有効性の確認 
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   原子炉格納容器バウンダリの機能は，急速な原子炉圧力容器外の溶融燃

料－冷却材相互作用による熱的・機械的荷重によって喪失しないため，

「4.2.1.2(2) 評価項目」のｅ．は満足される。 

   以上より，本事象に対する格納容器破損防止対策の有効性は確認された。 
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4.4.5 水素燃焼 

 (1) 事象の想定及び収束 

   格納容器内に酸素等の反応性のガスが混在し，金属－水反応等によって

発生した水素と反応することによって激しい燃焼が生じ，格納容器が破損

する可能性がある。 

   本格納容器破損モードに対しては，窒素置換による格納容器内雰囲気の

不活性化及び格納容器圧力逃がし装置による可燃性ガスの排出によって，

格納容器破損の防止を図る。 

 (2) 有効性評価の条件及び方法 

  ａ．水素燃焼の観点から厳しい事故シーケンスとして，「4.4.2 雰囲気

圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」で選定した大

破断ＬＯＣＡ時に非常用炉心冷却系の機能及び全交流動力電源が喪失す

るシーケンスを選定する。 

  ｂ．炉心内の金属－水反応による水素発生量は，ＭＡＡＰによる評価結果

を用いる場合と全炉心内のジルコニウム量の 75％が水と反応する場合

とを比較し，水素燃焼の観点から厳しい値を用いる。 

  ｃ．ＭＡＡＰによる事象進展解析に加えて，格納容器の初期酸素濃度並び

に水の放射線分解によって発生する水素及び酸素を考慮することとする。

格納容器の初期酸素濃度は，運転上許容される上限の 4vol％とする。 

  ｄ．水の放射線分解によって発生する水素及び酸素は，ＭＡＡＰで得られ

る崩壊熱を用いて評価する。水素ガス及び酸素ガスの発生割合（Ｇ値）

は，それぞれ 0.06 分子／100eV，0.03 分子／100eV とする。 

  ｅ．原子炉圧力容器が破損しない事故シーケンスであるため，溶融炉心・

コンクリート相互作用による可燃性ガス，その他の非凝縮性ガス等の発

生については考慮しない。 
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  ｆ．解析は，「4.2.4 有効性評価に使用する計算コード」に述べた次の

解析コードを用いて行う。 

   (a) ＭＡＡＰ：シビアアクシデント総合解析コード 

 (3) 有効性評価の結果 

   解析結果を第 4.4.5－1 図に示す。事象発生後，全炉心のジルコニウム

の約 8％が水と反応して水素が発生するとともに，水の放射線分解によっ

て水素及び酸素が発生する。破断口からの冷却材の流出により水蒸気雰囲

気となるため，ドライウェルの酸素濃度は十分低い値を維持する。一方，

サプレッション・チェンバの酸素濃度は，事象発生直後はドライウェルの

酸素が流入することによりわずかに上昇するが，その後は水蒸気等の増加

とともに減少する。 

   事象発生から約 21 時間後に格納容器圧力逃がし装置によるベントを実

施して以降は，サプレッション・チェンバ，ドライウェルともに水蒸気雰

囲気となり，水素濃度，酸素濃度ともに十分低く抑えられる。 

   酸素の蓄積が最も進む格納容器圧力逃がし装置によるベント直前の酸素

濃度は約 3.3vol％であり，可燃限界である 5vol％以下に維持されるため，

水素の爆轟及び可燃性ガスの燃焼に至ることはない。また，ドライ条件を

仮定してもベント直前の酸素濃度は約 4.1vol％であり，可燃限界である

5vol％以下に維持されるため，水素の爆轟及び可燃性ガスの燃焼に至るこ

とはない。 

 (4) 対策の有効性の確認 

   格納容器内の酸素濃度が 5vol％以下であるため，「4.2.1.2(2) 評価

項目」のｆ．は満足される。可燃性ガスの蓄積・燃焼が生じることはない

ため，評価項目のｇ．は満足される。 

   以上より，本事象に対する格納容器破損防止対策の有効性は確認された。 
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4.4.6 格納容器直接接触（シェルアタック） 

  原子炉圧力容器内の溶融炉心が格納容器内へ流れ出す時に，溶融炉心が床

面で拡がり原子炉格納容器バウンダリに接触することによって，格納容器が

破損する可能性がある。 

  本原子炉施設は，原子炉圧力容器から落下した溶融炉心が格納容器内の床

面に拡がった場合においても，溶融炉心は原子炉格納容器バウンダリには直

接接触することはない構造である。よって，格納容器直接接触（シェルア

タック）は本原子炉施設では考慮する必要がない格納容器破損モードである。

なお，原子炉圧力容器から落下した溶融炉心による格納容器下部壁面及び格

納容器下部床面のコンクリートの侵食については，「4.4.7 溶融炉心・コ

ンクリート相互作用」において，格納容器破損防止対策の有効性を確認する。 
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4.4.7 溶融炉心・コンクリート相互作用 

 (1) 事象の想定及び収束 

   原子炉圧力容器内の溶融炉心が格納容器内へ流れ出し，溶融炉心からの

崩壊熱や化学反応によって，格納容器下部のコンクリートが侵食され，格

納容器の構造部材の支持機能が喪失する可能性がある。 

   本格納容器破損モードに対しては，常設低圧代替注水ポンプを用いた格

納容器下部注水系（常設）による格納容器下部への注水によって原子炉圧

力容器破損前に十分な格納容器下部の水量及び水位を確保し，溶融炉心の

落下後は，低圧代替注水系（常設）による崩壊熱相当の原子炉注水を行う

とともに，格納容器下部注水系（常設）によって格納容器下部の水量及び

水位を適切に維持することで格納容器破損の防止を図る。 

   「4.4.2 雰囲気圧力･温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破

損）」において，厳しい事故シーケンスを想定した場合でも原子炉圧力容

器破損に至ることなく事象収束することを示しているが，ここでは，溶融

炉心・コンクリート相互作用の評価のために，原子炉注水ができないこと

を仮定し，原子炉圧力容器破損に至る事象を想定する。 

 (2) 有効性評価の条件及び方法 

  ａ．溶融炉心・コンクリート相互作用の観点から厳しい事故シーケンスと

して，格納容器下部に落下する溶融炉心の割合が多い原子炉圧力容器の

低圧破損シーケンスである大破断ＬＯＣＡ時に非常用炉心冷却系の機能

及び全交流動力電源が喪失するシーケンスを選定する。 

  ｂ．原子炉圧力容器破損に至る事象を想定するため，原子炉圧力容器破損

前に低圧代替注水系（常設）による原子炉注水は実施しないものと仮定

する。 

  ｃ．格納容器雰囲気を冷却するために，常設低圧代替注水ポンプ 2 台を用
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いた代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による格納容器スプレイを実

施し，サプレッション・チェンバのベントラインが水没する前又はベン

ト実施前まで継続する。 

  ｄ．原子炉圧力容器破損前の常設低圧代替注水ポンプ 2 台を用いた格納容

器下部注水系（常設）による格納容器下部注水によって，格納容器下部

床面には 6.1m の水位が確保されているものとする。 

  ｅ．原子炉圧力容器が破損して溶融炉心が格納容器下部に落下した後は，

常設低圧代替注水ポンプ 2 台を用いた低圧代替注水系（常設）による原

子炉への崩壊熱相当の注水を行うとともに，格納容器下部の水量及び水

位を適切に維持する。 

  ｆ．解析は，「4.2.4 有効性評価に使用する計算コード」に述べた次の

解析コードを用いて行う。 

   (a) ＭＡＡＰ：シビアアクシデント総合解析コード 

 (3) 有効性評価の結果 

   原子炉圧力容器破損前に，格納容器下部注水系（常設）による格納容器

下部注水によって，格納容器下部床面に 6.1m の水位を確保する。低圧代

替注水系（常設）による原子炉注水を実施しない場合，事象発生から約

3.6 時間後に原子炉圧力容器は破損し，全炉心に相当する量の溶融炉心が

格納容器下部に落下する。原子炉圧力容器破損後は，格納容器下部の水位

を確保し溶融炉心の冷却を行うことにより，格納容器下部床面及び壁面の

侵食は生じることはなく，格納容器の構造部材の支持機能が喪失すること

はない。 

 (4) 対策の有効性の確認 

   格納容器の構造部材の支持機能は，溶融炉心による侵食によって喪失せ

ず，また，溶融炉心は適切に冷却されるため，「4.2.1.2(2) 評価項目」
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のｉ．は満足される。 

   以上より，本事象に対する格納容器破損防止対策の有効性は確認された。 
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第 4.4.2－1 図 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破 

        損）における格納容器圧力の変化 
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第 4.4.2－2 図 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破 

        損）における格納容器温度の変化 
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第 4.4.3－1 図 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱における

原子炉圧力の変化 
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第 4.4.4－1 図 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用における格納

容器圧力の変化 
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(a)ドライウェルの気相濃度 

 

(b)サプレッション・チェンバの気相濃度 

第 4.4.5－1 図 水素燃焼における気相濃度の変化（ウェット条件） 
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4.5 使用済燃料プールにおける燃料損傷防止対策の有効性評価 

4.5.1 序 

  本原子炉施設にて，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合にお

いて，使用済燃料プール内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な措置

を講じたものであることを確認するため，以下の想定事故１及び想定事故２

に対して，想定される事象及び事象収束のための対策を説明し，事象の経過

の解析と結果の評価を行い，使用済燃料プールにおける燃料損傷防止対策の

有効性を確認する。 

 (1) 想定事故１ 

   使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失することにより，使用

済燃料プール内の水の温度が上昇し，蒸発により水位が低下する事故。 

 (2) 想定事故２ 

   サイフォン現象等により使用済燃料プール内の水の小規模な喪失が発生

し，使用済燃料プールの水位が低下する事故。 
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4.5.2 想定事故１ 

 (1) 事象の想定及び収束 

   使用済燃料プールの冷却機能及び注水機能の喪失により，使用済燃料プ

ールの水温が上昇し，蒸発により使用済燃料プールの水位が低下する事故

を想定する。 

   本想定事象に対しては，代替燃料プール注水系（可搬型）による使用済

燃料プールへの注水によって，使用済燃料体等から発生する放射線の遮蔽

が維持される水位を確保するとともに，燃料体の著しい損傷の防止を図る。 

 (2) 有効性評価の条件及び方法 

  ａ．使用済燃料プールの冷却機能及び注水機能として，燃料プール冷却浄

化系，残留熱除去系及び補給水系の機能喪失を想定する。 

  ｂ．使用済燃料プールには貯蔵燃料体のほかに，原子炉停止後に最短時間

（原子炉停止後 9 日）で取り出された全炉心分の燃料体が一時保管され

ていることとする。このときの使用済燃料プール内燃料体の崩壊熱は約

10MW である。 

  ｃ．使用済燃料プールの初期水位は通常水位とし，保有水量を厳しく見積

もるため，使用済燃料プールと原子炉ウェルの間に設置されているプー

ルゲートは閉を仮定する。また，使用済燃料プールの初期水温は，運転

上許容される上限の 65℃とする。 

  ｄ．放射線の線源として，使用済燃料プール内に保管されている燃料体の

ほかに，使用済制御棒を考慮するものとする。 

  ｅ．使用済燃料プールへの注水は，可搬型代替注水消防ポンプ 1 台を用い

た代替燃料プール注水系（可搬型）によって実施する。代替燃料プール

注水系（可搬型）の容量は 50m３／h とする。異常事象の認知，補給水

系等の早期復旧不能等の判断及び代替燃料プール注水系（可搬型）の準
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備に要する時間を考慮して，事象発生から 6 時間後に注水を開始するも

のとする。 

  ｆ．使用済燃料プール内の燃料体の崩壊熱，保有水量等を基に，使用済燃

料プール水温上昇及び使用済燃料プール水位低下を評価する。また，使

用済燃料プール内の燃料体等を線源とする解析モデルを用いて，使用済

燃料プール水位と線量率の関係を評価する。 

 (3) 有効性評価の結果 

   評価結果を第 4.5.2－1 図に示す。事象発生後，使用済燃料プールの水

温は崩壊熱により約 7℃／h で上昇し，事象発生から約 5.0 時間後に

100℃に達する。その後，蒸発により使用済燃料プールの水位は低下し始

めるが，事象発生から 6 時間経過した時点で可搬型代替注水消防ポンプ 1

台を用いた代替燃料プール注水系（可搬型）による使用済燃料プールへの

注水を開始することによって水位は回復し，通常水位から約 0.14m 下まで

低下するにとどまる。 

   その後は，使用済燃料プールの冷却系を復旧しつつ，蒸発量に応じた水

量を可搬型代替注水消防ポンプ 1 台を用いた代替燃料プール注水系（可搬

型）により使用済燃料プールに補給する。 

   使用済燃料プール水位と線量率についての評価結果を第 4.5.2－2 図に

示す。線量評価点は原子炉建屋最上階の階段付近としている。通常水位か

ら約 0.14m 下の水位での線量率は 0.02mSv／h 程度であり，この水位にお

いて放射線の遮蔽は維持されている。 

   以上のように，事象は収束し，使用済燃料プールは安定状態に導かれる。 

 (4) 対策の有効性の確認 

   燃料有効長頂部は冠水し，放射線の遮蔽が維持される水位が確保されて

いるため，「4.2.1.3(2) 評価項目」のａ．及びｂ．は満足される。また，
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使用済燃料プールは冠水状態で臨界未満とする設計であることから，評価

項目のｃ．についても満足される。 

   以上より，本事象に対する使用済燃料プールにおける燃料損傷防止対策

の有効性は確認された。 
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4.5.3 想定事故２ 

 (1) 事象の想定及び収束 

   使用済燃料プールの冷却系等の配管破断によるサイフォン現象により使

用済燃料プール内の水の小規模な喪失が発生するとともに，使用済燃料プ

ールへの注水機能が喪失することにより使用済燃料プールの水位が低下す

る事象を想定する。 

   本想定事象に対しては，サイフォンブレイク配管により使用済燃料プー

ル保有水の漏えいを限定するとともに，代替燃料プール注水系（可搬型）

による使用済燃料プールへの注水によって，使用済燃料体等から発生する

放射線の遮蔽が維持される水位を確保するとともに，燃料体の著しい損傷

の防止を図る。 

 (2) 有効性評価の条件及び方法 

  ａ．サイフォン現象等により使用済燃料プール内の水の小規模な喪失が発

生する事象として，燃料プール冷却浄化系配管の破断を想定する。 

  ｂ．サイフォンブレイク配管の効果を考慮する。燃料プール冷却浄化系配

管に設けられた逆止弁は，開固着により逆流防止機能が十分に働かない

状態を想定する。使用済燃料プールの水位は，事象発生後，サイフォン

ブレイク配管による漏えい停止位置まで即時に低下するものと仮定する。 

  ｃ．使用済燃料プールには貯蔵燃料体のほかに，原子炉停止後に最短時間

（原子炉停止後 9 日）で取り出された全炉心分の燃料体が一時保管され

ていることとする。このときの使用済燃料プール内燃料体の崩壊熱は約

10MW である。 

  ｄ．使用済燃料プールの初期水位は通常水位とし，保有水量を厳しく見積

もるため，使用済燃料プールと原子炉ウェルの間に設置されているプー

ルゲートは閉を仮定する。また，使用済燃料プールの初期水温は，運転
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上許容される上限の 65℃とする。 

  ｅ．放射線の線源として，使用済燃料プール内に保管されている燃料体の

ほかに，使用済制御棒を考慮するものとする。 

  ｆ．使用済燃料プールへの注水は，可搬型代替注水消防ポンプ 1 台を用い

た代替燃料プール注水系（可搬型）によって実施する。代替燃料プール

注水系（可搬型）の容量は 50m３／h とする。異常事象の認知，補給水

系等の早期復旧不能等の判断及び代替燃料プール注水系（可搬型）の準

備に要する時間を考慮して，事象発生から 6 時間後に注水を開始するも

のとする。 

  ｇ．使用済燃料プール内の燃料体の崩壊熱，漏えい量，保有水量等を基に，

使用済燃料プール水温上昇及び使用済燃料プール水位低下を評価する。

また，使用済燃料プール内の燃料体等を線源とする解析モデルを用いて，

使用済燃料プール水位と線量率の関係を評価する。 

 (3) 有効性評価の結果 

   評価結果を第 4.5.3－1 図に示す。事象発生後，配管破断により使用済

燃料プール保有水は漏えいし，使用済燃料プールの水位は低下するが，サ

イフォンブレイク配管により漏えいは停止する。 

   使用済燃料プールへの注水が開始されるまで，使用済燃料プールの水温

は崩壊熱により約 7℃／h で上昇し，事象発生から約 4.9 時間後に 100℃

に達する。その後，蒸発により使用済燃料プールの水位は低下し始めるが，

事象発生から 6 時間経過した時点で可搬型代替注水消防ポンプ 1 台を用い

た代替燃料プール注水系（可搬型）による使用済燃料プールへの注水を開

始することによって，水位は回復し，通常水位から約 0.38m 下まで低下す

るにとどまる。 

   その後は，使用済燃料プールの冷却系を復旧しつつ，蒸発量に応じた水
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量を可搬型代替注水消防ポンプ 1 台を用いた代替燃料プール注水系（可搬

型）により使用済燃料プールに補給する。 

   使用済燃料プール水位と線量率の相関関係は「4.5.2 想定事故１」と

同じであるため，第 4.5.2－2 図に示すとおり，通常水位から約 0.38m 下

の水位での線量率は 0.06mSv／h 程度であり，この水位において放射線の

遮蔽は維持されている。 

   以上のように，事象は収束し，使用済燃料プールは安定状態に導かれる。 

 (4) 対策の有効性の確認 

   燃料有効長頂部は冠水し，放射線の遮蔽が維持される水位が確保されて

いるため，「4.2.1.3(2) 評価項目」のａ．及びｂ．は満足される。また，

使用済燃料プールは冠水状態で臨界未満とする設計であることから，評価

項目のｃ．についても満足される。 

   以上より，本事象に対する使用済燃料プールにおける燃料損傷防止対策

の有効性は確認された。 
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第 4.5.2－1 図 想定事故１における使用済燃料プール水位の変化 
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第 4.5.2－2 図 使用済燃料プール水位と線量率 

（mSv／h） 
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第 4.5.3－1 図 想定事故２における使用済燃料プール水位の変化 
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4.6 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価 

4.6.1 序 

  本原子炉施設にて，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合にお

いて，運転停止中の原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な措

置を講じたものであることを確認するため，運転停止中の原子炉内燃料体の

著しい損傷に至る可能性があると想定する運転停止中事故シーケンスグルー

プに対して，想定される事象及び事象収束のための対策を説明し，事故シー

ケンスの経過の解析と結果の評価を行い，運転停止中原子炉における燃料損

傷防止対策の有効性を確認する。 
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4.6.2 崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系の故障による停止時冷却機能喪

失） 

 (1) 事象の想定及び収束 

   原子炉の運転停止中に，運転中の残留熱除去系の故障によって，崩壊熱

除去機能が喪失することを想定する。なお，残留熱除去系海水系が故障し

た場合については，事象進展等が同様である「4.6.3 全交流動力電源喪

失」において，運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性を確

認する。 

   本想定事象に対しては，待機中の残留熱除去系による原子炉への注水及

び崩壊熱除去によって燃料体の著しい損傷の防止を図る。 

 (2) 有効性評価の条件及び方法 

  ａ．運転中の残留熱除去系の故障によって，崩壊熱除去機能が喪失するこ

とを想定する。 

  ｂ．原子炉の水位は通常運転水位とし，水温は 52℃と仮定する。 

  ｃ．原子炉停止後の崩壊熱は，ＡＮＳＩ／ＡＮＳ－５．１－１９７９の式

（燃焼度 33GWd／t）に基づくものとし，また，崩壊熱を厳しく見積も

るために，原子炉停止 1 日後の崩壊熱を用いる。このときの崩壊熱は約

19MW である。 

  ｄ．原子炉圧力容器の未開放時について評価する。原子炉圧力容器の開放

時については，燃料体の崩壊熱及び保有水量の観点から，未開放時の評

価に包絡される。 

  ｅ．原子炉圧力容器内圧力は大気圧とする。 

  ｆ．事象発生から 1 時間経過した時点で，手動操作により待機中の残留熱

除去系を起動し，水位が低下した場合には，低圧注水モードにより注水

する。低圧注水モードの容量は 1,605m３／h とする。その後，原子炉停
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止時冷却モードにより崩壊熱除去機能を回復する。 

  ｇ．燃料体の崩壊熱，保有水量等を基に，原子炉水温上昇及び原子炉水位

低下を評価する。 

  ｈ．外部電源は使用できないものと仮定し，非常用ディーゼル発電機によ

って電源供給を行うものとする。 

 (3) 有効性評価の結果 

   運転中の残留熱除去系の故障による崩壊熱除去機能の喪失後，原子炉水

温は崩壊熱により上昇し，事象発生から約 1.1 時間後に 100℃に到達する

が，残留熱除去系の運転停止又は原子炉水温の上昇により異常事象を認知

し，事象発生から 1 時間後に待機中の残留熱除去系を起動し，原子炉停止

時冷却モードにより崩壊熱除去機能を回復するため，水位は低下せず，燃

料有効長頂部の冠水が維持される。  

   以上のように，事象は収束し，原子炉は安定状態に導かれる。 

 (4) 対策の有効性の確認 

   燃料有効長頂部は冠水しているため，「4.2.1.4(2) 評価項目」のａ．

は満足される。原子炉圧力容器は未開放であり，放射線の遮蔽は維持され

ることから，評価項目のｂ．も満足される。また，全制御棒挿入状態が維

持されているため，未臨界は確保されており，評価項目のｃ．についても

満足される。 

   以上より，本事象に対する運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策

の有効性は確認された。 
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4.6.3 全交流動力電源喪失 

 (1) 事象の想定及び収束 

   原子炉の運転停止中に，全交流動力電源が喪失し，残留熱除去系等によ

る崩壊熱除去機能が喪失することを想定する。 

   本想定事象に対しては，常設代替高圧電源装置による電源供給，低圧代

替注水系（常設）による原子炉への注水及び代替残留熱除去系海水系を用

いた残留熱除去系による除熱によって燃料体の著しい損傷の防止を図る。 

 (2) 有効性評価の条件及び方法 

  ａ．送電系統，所内主発電設備の故障等によって，外部電源が喪失すると

ともに，全ての非常用ディーゼル発電機等の機能喪失を想定する。 

  ｂ．原子炉の水位は通常運転水位とし，水温は 52℃と仮定する。 

  ｃ．原子炉停止後の崩壊熱は，ＡＮＳＩ／ＡＮＳ－５．１－１９７９の式

（燃焼度 33GWd／t）に基づくものとし，また，崩壊熱を厳しく見積も

るために，原子炉停止 1 日後の崩壊熱を用いる。このときの崩壊熱は約

19MW である。 

  ｄ．原子炉圧力容器の未開放時について評価する。原子炉圧力容器の開放

時については，燃料体の崩壊熱及び保有水量の観点から，未開放時の評

価に包絡される。 

  ｅ．原子炉圧力容器内圧力は大気圧とする。 

  ｆ．事象発生から 25 分経過した時点で，常設代替高圧電源装置からの電

源供給により，常設低圧代替注水ポンプ 1 台を用いた低圧代替注水系

（常設）による注水を開始する。原子炉への注水量は，崩壊熱による蒸

発量を補う流量とする。 

  ｇ．事象発生から 23 時間経過した時点で，代替残留熱除去系海水系を用

いた残留熱除去系による除熱を行うものとする。 
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  ｈ．燃料体の崩壊熱，保有水量等を基に，原子炉水温上昇及び原子炉水位

低下を評価する。 

 (3) 有効性評価の結果 

   全交流動力電源喪失により，崩壊熱除去機能が喪失するため，原子炉水

温は崩壊熱により上昇し，事象発生から約 1.1 時間後に 100℃に到達する

が，事象発生から 25 分経過した時点で，常設代替高圧電源装置より電源

を供給し，常設低圧代替注水ポンプ 1 台を用いた低圧代替注水系（常設）

による注水を行うため，水位は低下しない。 

   事象発生から 23 時間経過した時点で，代替残留熱除去系海水系を用い

た残留熱除去系による除熱を開始することによって，原子炉水温は低下す

る。 

   以上のように，事象は収束し，原子炉は安定状態に導かれる。 

 (4) 対策の有効性の確認 

   燃料有効長頂部は冠水しているため，「4.2.1.4(2) 評価項目」のａ．

は満足される。原子炉圧力容器は未開放であり，放射線の遮蔽は維持され

ることから，評価項目のｂ．も満足される。また，全制御棒挿入状態が維

持されているため，未臨界は確保されており，評価項目のｃ．についても

満足される。 

   以上より，本事象に対する運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策

の有効性は確認された。 
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4.6.4 原子炉冷却材の流出 

 (1) 事象の想定及び収束 

   原子炉の運転停止中に，原子炉冷却材圧力バウンダリに接続された系統

の操作の誤り等により原子炉冷却材が系外に流出する事象を想定する。 

   本想定事象に対しては，待機中の残留熱除去系による原子炉への注水及

び原子炉冷却材流出口の隔離操作により燃料体の著しい損傷の防止を図る。 

 (2) 有効性評価の条件及び方法 

  ａ．残留熱除去系の系統切替時の原子炉冷却材流出を想定する。具体的に

は，ミニマムフロー弁の閉操作忘れの人的過誤による原子炉冷却材のサ

プレッション・チェンバへの流出を想定し，流出量は約 45m３／h とす

る。 

  ｂ．原子炉の水位は通常運転水位とし，水温は 52℃と仮定する。 

  ｃ．原子炉圧力容器の未開放時について評価する。原子炉圧力容器の開放

時については，燃料体の崩壊熱及び保有水量の観点から，未開放時の評

価に包絡される。 

  ｄ．事象発生から１時間経過した時点で，手動操作により待機中の残留熱

除去系を起動し，低圧注水モードの注水によって水位を回復する。低圧

注水モードの容量は 1,605m３／h とする。その後，原子炉停止時冷却モ

ードにより崩壊熱除去機能を回復する。 

  ｅ．外部電源は使用できないものと仮定し，非常用ディーゼル発電機によ

って電源供給を行うものとする。 

  ｆ．冷却材流出量，保有水量等を基に，原子炉水位低下を評価する。 

 (3) 有効性評価の結果 

   評価結果を第 4.6.4－1 図に示す。残留熱除去系の系統切替時の原子炉

冷却材流出により原子炉水位は低下し始めるが，原子炉水位の低下により
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異常事象を認知し，事象発生から 1 時間後に待機中の残留熱除去系を起動

し、低圧注水モードによる注水を行うことによって，水位は燃料有効長頂

部の約 3.7m 上まで低下するにとどまる。その後，原子炉水位は回復し，

燃料有効長頂部の冠水は維持される。 

   その後，冷却材流出口を隔離することによって流出を止め，また，残留

熱除去系の原子炉停止時冷却モードにより崩壊熱除去機能を回復する。 

   以上のように，事象は収束し，原子炉は安定状態に導かれる。 

 (4) 対策の有効性の確認 

   燃料有効長頂部は冠水しているため，「4.2.1.4(2) 評価項目」のａ．

は満足される。原子炉圧力容器は未開放であり，放射線の遮蔽は維持され

ることから，評価項目のｂ．も満足される。また，制御棒挿入状態が維持

されているため，未臨界は確保されており，評価項目のｃ．についても満

足される。 

   以上より，本事象に対する運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策

の有効性は確認された。 
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4.6.5 反応度の誤投入 

 (1) 事象の想定及び収束 

   原子炉の運転停止中に，制御棒の誤引き抜き等により燃料体に反応度が

投入される事象を想定する。 

   本想定事象に対しては，高い制御棒価値を生じ得るような制御棒パター

ン形成の防止，操作手順の遵守による誤選択の防止と操作量の制限，起動

領域計装による状態監視等により，事象の発生と拡大を防止する。また，

臨界に至った場合には，原子炉スクラムによる負の反応度投入，制御棒再

挿入の対応手順等により出力を制御するとともに未臨界を確保する。これ

らの対策によって燃料体の著しい損傷の防止を図る。 

 (2) 有効性評価の条件及び方法 

  ａ．原子炉の運転停止中に，最大反応度価値を有する制御棒 1 本が全引き

抜きされている状態から，他の 1 本の制御棒が操作量の制限を超える誤

った操作によって連続的に引き抜かれる事象を想定する。 

  ｂ．燃料交換後における事象発生を想定して，評価する炉心状態は，９×

９燃料（Ａ型）平衡炉心のサイクル初期とする。 

  ｃ．制御棒が誤引き抜きされる前の原子炉は臨界状態にあり，出力は定格

値の 10-８，原子炉圧力は大気圧，燃料被覆管表面温度及び冷却材の温

度は 20℃とする。また，燃料エンタルピの初期値は 8kJ／kgUO２とする。 

  ｄ．誤引き抜きされる制御棒は，運転停止中に実施する複数の制御棒引き

抜きを伴う検査等を考慮し，最大反応度価値を有する制御棒の斜め隣接

の制御棒とする。引抜制御棒反応度曲線を第 4.6.5－1 図に示す。 

  ｅ．制御棒は，引抜速度の上限値 91mm／s で引き抜かれるとする。 

  ｆ．起動領域計装のＡ，Ｂチャンネルとも引抜制御棒に最も近い検出器が

1 個ずつバイパス状態にあるとする。 
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  ｇ．起動領域計装の原子炉出力ペリオド短（10 秒）信号で原子炉はスク

ラムするものとする。スクラム反応度曲線は原子炉の状態を考慮した値

を用いることとし，第 4.6.5－2 図に示す。 

  ｈ．解析は，「4.2.4 有効性評価に使用する計算コード」に述べた次の解

析コードを用いて行う。 

   (a) ＡＰＥＸ：反応度投入事象解析コード 

   (b) ＳＣＡＴ：単チャンネル熱水力解析コード 

 (3) 有効性評価の結果 

   評価結果を第 4.6.5－3 図に示す。制御棒の引き抜き開始から約 10 秒後

に起動領域計装の原子炉出力ペリオド短（10 秒）信号により原子炉はス

クラムする。 

   燃料エンタルピの最大値は約 85kJ／kgUO２であり,「発電用軽水型原子

炉施設の反応度投入事象評価指針」に示された燃料体の許容損傷限界値以

下である。また，燃料エンタルピ増分の最大値は約 77kJ／kgUO２であり，

ペレット燃焼度 65,000MWd／t 以上の燃料に対するペレット－被覆管機械

的相互作用を原因とする破損を生じるしきい値の目安として，ピーク出力

部燃料エンタルピの増分で 167kJ／kgUO２（40cal／gUO２）を用いた場合に

おいても，これを超えることはなく燃料体の健全性は維持される。 

   以上のように，事象は収束し，原子炉は安定状態に導かれる。 

 (4) 対策の有効性の確認 

   燃料の健全性に影響を与えない一時的かつ僅かな出力上昇を伴う臨界で

あり，また，スクラム後は未臨界が確保されるため，「4.2.1.4(2) 評価

項目」のｃ．は満足される。また，原子炉の水位に有意な変動はないため，

評価項目のａ．及びｂ．についても満足される。 

   以上より，本事象に対する運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策
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の有効性は確認された。 
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第 4.6.4－1 図 原子炉冷却材の流出における原子炉水位の変化 

 

事 故 後 の 時 間（h） 



10－4－157 

 

第 4.6.5－1 図 反応度の誤投入における引抜制御棒反応度曲線 
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第 4.6.5－2 図 反応度の誤投入におけるスクラム反応度曲線 
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第 4.6.5－3 図 反応度の誤投入における事象変化 

 

 （kJ／kgUO2） 

時 間（s） 
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